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 はじめに 

 

平成23 年３月11日に発生した東日本大震災では、多くの死者と、行方不明者が発生し、

甚大な被害をもたらしました。 

本市は、約22ｋｍにわたる海岸を有しており、地震が発生した場合は津波による甚大な被

害を及ぼすことが予想されます。 

神奈川県では、平成27年３月に神奈川県津波浸水想定図を公表するとともに、令和元年

12月24日には本市に津波災害警戒区域を指定しました。 

本市では、市民の生命・財産及び産業基盤を守り、安心して暮らすことのできる魅力ある

まちを目指し、より一層津波への防災対策を推進していくため「津波防災地域づくりに関す

る法律」に基づく、「小田原市津波防災地域づくり推進計画」を策定しました。 

 これから、本市では「いのちを守り 地域を守る 未来に向かって持続可能なまちづく

り」という基本方針のもと、ハード・ソフト施策を組み合わせた津波防災地域づくりを進め

てまいります。市民の皆様、各関係機関の皆様のご理解とご協力のほどお願い申し上げま

す。 

 

            小田原市長  守屋 輝彦           
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 第１章 推進計画の策定に際して 

 １－１ 推進計画作成の背景と目的 

小田原市津波防災地域づくり推進計画（以下、「本計画」という。）は、「津波防災地域づくりに

関する法律（平成23年12月法律第123号）」第10条第1項のとおり、国が定めた「津波防災地域づく

りの推進に関する基本的な指針（以下、「指針」という。）」に基づき作成するものです。ハード・

ソフト施策を組み合わせた津波防災地域づくりの総合ビジョンを示す計画で、最大クラスの津波（L2

津波）が発生した場合でも、市民の生命・財産及び産業基盤を守り、安心して暮らすことのできる魅

力あるまちを作ることを目的としています。 

 

 １－２ 計画の位置づけ 

 津波防災地域づくりにおいては、指針のとおり、地域の防災性の向上を追求することで地域の発展

が見通せなくなるような事態が生じないよう、市が総合的な視点から検討し、推進計画を作成する必

要があります。具体的には、住民の生活の安定や地域経済の活性化など既存のまちづくりに関する方

針と本計画は整合が図られたものである必要があります。このため、本計画の作成にあたっては、小

田原市都市計画マスタープランとの調和を保つほか、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）に基

づく小田原市地域防災計画等とも相互に整合性を図るようにします。 

 

小田原市津波防災地域づくり推進計画の位置付け 

第１章 推進計画の策定に際して 

１－１ 推進計画作成の背景と目的 
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 １－３ 津波防災地域づくりの推進に関する法律の概要 

（１）基本的な考え方：「なんとしても人命を守る」 

  平成23年3月11日、三陸沖を震源域として発生した Mw9.0の巨大地震は東日本各地域の沿岸域に大津波をもた

らし、死者15,899名、行方不明者2,529名（2020年3月警察庁発表）という、未曾有の大災害となりました。一

方、特に、南海トラフの地震など津波を伴う大規模地震の発生が高い確率で予想されていますが、東日本大震災

の辛い経験と厳しい教訓である「低頻度大規模災害」にどう備えるかということを踏まえて、これまでの津波防

災対策を真摯に見直し、真に津波災害に強い国土、地域づくりを進めることが求められています。 

  このことを受け、最大クラスの津波が発生した場合でも「何としても人命を守る」という考え方で、ハード・

ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員させる「多重防御」の発想により、地域活性化の観点も含めた総合的

な地域づくりの中で津波防災を推進する「津波防災地域づくりに関する法律」が平成23年12月に成立・施行され

ました。 

（２）基本方針と各種施策の関係 

▶基本指針とは 

津波防災地域づくりを総合的に

推進するための基本理念。法に

基づく様々な措置の基本とな

る。 

平成23年12月27日に策定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶最大クラスの津波に対して 

  発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす津波。住民等の生命を守ることを最優先と

し、住民の避難を軸に、とりうる手段を尽くした総合的な津波対策を確立。 

  被害の最小化を主眼とする「減災」の考え方に基づき、対策を講ずることが重要。 

 ①海岸保全施設等のハード対策によって津波による被害をできるだけ軽減する 

 ②それを超える津波に対しては、ハザードマップの整備など、避難することを中心とするソフト対策を重視 

第１章 推進計画の策定に際して 

１－３ 津波防災地域づくりの推進に関する法律の概要 
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（３）いのちを守る津波防災地域づくりのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）津波浸水想定の設定 

 最大クラスの津波があった場合に想定され

る浸水の区域及び水深を都道府県知事が設定

し公表します。 

 神奈川県においては、平成27年３月に津

波浸水想定の設定と公表が行われました。 

 

 

第１章 推進計画の策定に際して 

１－３ 津波防災地域づくりの推進に関する法律の概要 
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（５）津波災害警戒区域等の指定 

 都道府県知事が設定し公表します。津波災害警戒区域内においては基準水位が表示されます。 

 神奈川県においては、令和元年12月24日に、小田原市、真鶴町、湯河原町の３市町が、県内初の指定を受けまし

た。 

▶流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶津波災害警戒区域（イエローゾーン）と津波災害特別警戒区域（レッドゾーン）とは 

※津波災害警戒区域には開発規制はありません。 

 

 

第１章 推進計画の策定に際して 

１－３ 津波防災地域づくりの推進に関する法律の概要 
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（６）基準水位 

 津波災害警戒区域内においては、基準水位が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶基準水位とは 

津波浸水想定の浸水深に建築物等への衝突による津波の水位の上昇（せり上がり）を考慮した値。 

「基準水位」により、津波からの効率的な避難対策が可能に！ 

  津波から避難する上での有効な高さが想定でき、避難施設などの効率的な整備の目安になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準水位（ｍ） 

第１章 推進計画の策定に際して 

１－３ 津波防災地域づくりの推進に関する法律の概要 
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 １－４ 津波浸水想定について （解説）（神奈川県）（一部） 

（１）最大クラスの津波浸水想定（要約） 

  これまで本県では、東北地方太平洋沖地震の教訓を踏まえ、平成24年３月に、最大クラスの津波を対象とし

て、津波浸水予測図を公表しました。 

  平成25年12月に、内閣府が設置した「首都直下地震モデル検討会」から、発生間隔が２千年から３千年あるい

はそれ以上とされる、相模トラフ沿いの最大クラスの地震など、最新の科学的知見が示されました。国の新たな

知見を取り入れ、最大クラスの津波については、県民のいのちを守ることを目的として、想定外をなくすという

考えのもと、予測を見直すこととし、「津波高さ」または「浸水域」が最大となる、合計５つの地震による津波

浸水予測図を、平成27年３月に、公表し、それを基に、浸水域と浸水深が最大となるよう重ね合わせた図面（津

波浸水想定図）を作成し、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく、津波浸水想定を設定しました。 

（２）用語の説明（要約） 

  ①浸水域について（図１）海岸線から陸域に津波が遡上することが想定される区域。 

  ②浸水深について（図１） 

  ・陸上の各地点で水面が最も高い位置にきたときの地面から水面までの高さ。 

  ・津波浸水想定の今後の活用を念頭に、（図２）のような凡例で表示。 

  ③最大津波高さについて（図１）最大津波高さは、海岸線から沖合約30ｍの地点における津波水位の最大値で  

   示しています（標高※で表示）。 

※ 標高は東京湾平均海面（T.P.±0ｍ）からの高さとして表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上記の考え方から、今回の推進計画は、小田原市がこれまでに経験したことがないような巨大地震によって引

き起こされる考え得る最大クラスの津波を想定して策定しており、この計画に基づく各種施策を着実に推進して

いくことにより、切迫性が指摘されている「南海トラフ巨大地震」や「神奈川県西部地震」、市民の記憶や言い

伝えに残っている過去最大クラスの地震である「（大正型）関東大震災」クラスの地震により津波が発生したと

しても、これらの津波対策は十分に出来ていると言えます。 

 

図2 浸水深凡例 

第１章 推進計画の策定に際して 

１－４津波浸水想定について （解説）（神奈川県）（一部） 
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 １－５ 相模トラフ沿いの海溝型地震（西側モデル）で想定される被害 

（１）被害想定 

神奈川県では「想定外」をなくすために、県内において甚大な被害をもたらす可能性がある９の地震をもとに、

東日本大震災で明らかになった知見を反映させた地震被害想定を作成しました。 

想定地震の選定の視点は以下の４点です。 

①地震発生の切迫性が高いとされている地震 （例）都心南部直下地震、神奈川県西部地震 

②法律により対策を強化する地域の指定に用いられる地震 （例）東海地震、南海トラフ巨大地震 

③地震防災戦略・地域防災計画・中央防災会議等において対策の対象としている地震 

（例）三浦半島断層群の地震、大正型関東地震 

④発生確率は極めて低いが、発生すれば甚大な被害が県全域に及ぶ可能性があり、超長期的な対応となる地震 

 （例）元禄型関東地震、相模トラフ沿いの最大クラスの地震 

 神奈川県の津波浸水想定を踏まえ、本計画の対象地震は本市において「最大津波高さ」及び「最短津波到達時 

間」、「最大浸水面積」が想定される「相模トラフ沿いの海溝型地震（西側モデル）」とします。 

 

  

※発生確率については「地震調査研究推進本部（文部科学省：平成27 年１月14 日現在）」、「中央防災会議首都直下地震モデル検討会報告書

（内閣府：平成25 年12 月）」などによる評価。              出典：平成27年３月「神奈川県地震被害想定調査報告書」 

想定地震名 
モーメント 

マグニチュー
ド 

県内想定される 
最大震度 発生確率 選定の視点 

神奈川県西部地震 6.7 
県西地域で 
震度６強 

（過去400 年の間に同クラスの地震が５
回発生） ①③ 

東海地震 8.0 
県西地域で 
震度６弱 

（南海トラフの地震は30 年以内70％程
度） ①②③ 

南海トラフ巨大地震 9.0 
県西地域で 
震度６弱 

（南海トラフの地震は 
30 年以内70％程度） ①② 

大正型関東地震 8.2 
湘南地域・ 
県西地域を中心に震度７ 

30 年以内 ほぼ0％～5％ 
（２百年から４百年の発生間隔） ③ 

参
考 

元禄型関東地震 8.5 
湘南地域・県西地域を中
心に震度７ 

30 年以内 ほぼ0％ 
（２千年から３千年の発生間隔） ④ 

相模トラフ沿いの最大
クラスの地震 8.7 全県で震度７ 

30 年以内 ほぼ0％ 
（２千年から３千年あるいはそれ以上の
発生間隔） 

④ 

慶長型地震 8.5 
想定していない（津波に
よる被害のみ想定） 

評価していない ④ 

明応型地震 8.4 
想定していない（津波に
よる被害のみ想定） 

評価していない ④ 

元禄型関東地震と国府
津－松田断層帯の連動
地震 

8.3 
想定していない（津波に
よる被害のみ想定） 

評価していない ④ 

想定地震一覧 

第１章 推進計画の策定に際して 

１－５ 相模トラフ沿いの海溝型地震（西側モデル）で想定される被害 
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（２）小田原市における地震・津波被害想定 

  

震源断層モデル（震源断層域）の位置 ※震源断層域とは地震時に動く断層の領域  

津波断層モデルの位置 

第１章 推進計画の策定に際して 

１－５ 相模トラフ沿いの海溝型地震（西側モデル）で想定される被害 
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（３）沿岸部における津波浸水予測図（到達時間） 

 下記図の黒枠内は、各区間の最大津波高さと到達時間を示しています。本市では、最大津波の到達時間が、１

分～10分となる想定が示されました。小田原漁港海岸（東町地区）、小田原漁港海岸（浜町地区）、小田原漁港

海岸（本町地区）、の３ヵ所は、最大津波到達時間が１分となります。 

 

 

 

根府川地区、江之浦地区 石橋地区、米神地区 

本町地区、南町地区、早川地区 東町地区、浜町地区 

国府津地区、小八幡地区 前川地区 

第１章 推進計画の策定に際して 

１－５ 相模トラフ沿いの海溝型地震（西側モデル）で想定される被害 
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 （４）最大津波高さ及び最短津波到達時間 

  相模トラフ沿いの海溝型地震（西側モデル）で市内海岸における本市の最大津波高さは小田原海 

 岸（国府津地区）で11.9ｍです。 

  最短津波到達時間は、小田原漁港海岸（東町地区）、小田原漁港海岸（浜町地区）、小田原漁港海 

 岸（本町地区）で１分です。この津波到達時間は、全国でも例のない早さが想定されています。 

 （５）水位変動について 

  海岸保全区域等において、津波高さが最大となる津波の水位変動は、以下の図に示すとおりです。 

  第一波の到達以降も十数回に分けて津波が押し寄せてくることがわかります。 

海岸名（13か所） 最大津波高さ 
(T.P.m) 

到達時間 
（分） 

1 小田原海岸（前川地区） 11.6 3 

2 小田原海岸（国府津地区） 11.9 3 

3 小田原海岸（小八幡地区） 8.2 2 

4 小田原海岸（東町地区） 9.0 2 

5 小田原漁港海岸（東町地区） 8.2 1 

6 小田原漁港海岸（浜町地区） 9.0 1 

7 小田原漁港海岸（本町地区） 8.8 1 

8 小田原漁港海岸（南町地区） 8.3 2 

9 小田原漁港海岸（早川地区） 10.2 6 

10 石橋漁港海岸（石橋地区） 9.0 10 

11 米神漁港海岸（米神地区） 9.7 2 

12 小田原海岸（根府川地区） 8.1 6 

13 江之浦漁港海岸（江之浦地区） 10.1 10 

出典：津波浸水想定について（解説）平成27年３月公表（神奈川県） 

第１章 推進計画の策定に際して 

１－５ 相模トラフ沿いの海溝型地震（西側モデル）で想定される被害 
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 （６）最大津波高さについて 

   相模灘沿岸市町の代表箇所（海岸保全区域、港湾区域、漁港区域）における最大津波高さなどについては、 

  下表のとおりです。 

   

  ※各市区町における最大津波高さ及び最大波到達時間は、震源域との距離、津波の向き、地形などがそれぞれ異なること 

   から、数値に差が生じます。 

  ※最大津波高さは、第二波以降の津波によって生じる場合があり、表に示す最大津波到達時間より前の津波によって、 

   浸水を生じることがあります。 

  ※津波が陸域や海域を進む際に受ける摩擦抵抗（粗度係数）を、国の手引きに基づき見直したことなどから、東京湾沿岸 

   と相模灘沿岸の一部では、平成24年3月に公表した予測と比べて、最大津波高さが低くなったと考えられます。 

  ※浸水域や浸水深は、背後地の地盤高さなどによって異なるため、これらについては、浸水想定図を参照してください。 

沿岸 市・郡 区・町 
最大津波高さ

（T.P.ｍ） 

最大波到達時間 

（分） 
最大津波高さ地震 

相
模
灘  

三浦市   15.4 11 相模トラフ中央 

横須賀市 相模湾側 13.2 10 相模トラフ西側 

三浦郡 葉山町 10.2 11 相模トラフ西側 

逗子市   12.8 11 相模トラフ西側 

鎌倉市   14.5 10 相模トラフ西側 

藤沢市   11.5 12 相模トラフ西側 

茅ヶ崎市   9.6 16 相模トラフ中央 

平塚市   9.6 6 元禄国松連動 

中郡 大磯町 17.1 3 相模トラフ西側 

中郡 二宮町 17.1 3 相模トラフ西側 

小田原市   11.9 3 相模トラフ西側 

足柄下郡 真鶴町 16.5 3 相模トラフ西側 

足柄下郡 湯河原町 13.3 6 相模トラフ西側 

出典：津波浸水想定について（解説）平成27年３月公表（神奈川県） 

第１章 推進計画の策定に際して 

１－５ 相模トラフ沿いの海溝型地震（西側モデル）で想定される被害 
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 （７）浸水面積について 

   相模灘沿岸市町の代表箇所（海岸保全区域、港湾区域、漁港区域）における最大浸水面積などについては、 

  下表のとおりです。  

   県内他市町と比べても、海岸に面する土地面積に対し浸水面積は少ないこと、津波災害警戒区域外へ水平避 

  難をする際、避難が必要となる距離も短いことがわかります。 

   

   

出典：津波浸水想定図（神奈川県） 

沿岸 市・郡 区・町 
最大浸水面積 

（km2）  
最大面積地震  

相
模
灘  

三浦市   5.8 元禄関東地震 

横須賀市 相模湾側 8.0 相模トラフ西側 

三浦郡 葉山町 1.0 相模トラフ西側 

逗子市   2.2 相模トラフ中央 

鎌倉市   2.9 相模トラフ中央 

藤沢市   4.9 相模トラフ西側 

茅ヶ崎市   4.2 相模トラフ西側 

平塚市   2.0 相模トラフ西側 

中郡 大磯町 1.6 相模トラフ西側 

中郡 二宮町 0.4 相模トラフ西側 

小田原市   2.1 相模トラフ西側 

足柄下郡 真鶴町 0.5 相模トラフ西側 

足柄下郡 湯河原町 0.6 相模トラフ西側 

第１章 推進計画の策定に際して 

１－５ 相模トラフ沿いの海溝型地震（西側モデル）で想定される被害 
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（８）相模トラフ沿いの海溝型地震（西側モデル）の被害想定 

 神奈川県が、本市における最大クラスの地震として想定している「相模トラフ沿いの海溝型地震（西

側モデル）」の被害想定は次のとおりです。 

第１章 推進計画の策定に際して 

１－５ 相模トラフ沿いの海溝型地震（西側モデル）で想定される被害 



14 

 

 １－６ 推進計画区域 

 津波防災地域づくりに関する法律（第10条）では、推進計画において「推進計画区域 」を必ず定

めるものとされています。 

 本市では、最大クラスの津波の到達時間が最短１分であることから、津波対策に関する道路、河

川、海岸などにおけるハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員させ、地域活性化の観点も

含めた総合的な地域づくりの中で津波防災を推進する必要があります。 

 以上のことから、本計画の対象区域は津波浸水想定区域だけではなく、市域全域とします。 

         

 

推進計画区域は市内全域とします。 

第１章 推進計画の策定に際して 

１－６ 推進計画区域 
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津波の発生メカニズムと小田原市における津波の特徴 

【津波発生のメカニズム】（気象庁ホームページより抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【津波が高くなる地形的な条件】 

 ・ 遠浅の海岸で、あとからあとから波が追いつき、津波高が高くなる。 

 ・ リアス式海岸のような深い湾や入り江で、周囲の津波が寄せ集まって、津波高が 

   高くなる。 

 ・ 海岸の後背地の地形がなだらかで海面との比高差が小さいと浸水域が広くなる。 

 

【小田原市の海岸の地形的な特徴】 

 ・ 海岸線からすぐに急激に深くなる。（遠浅海岸ではない。） 

 ・ 海岸線がなだらかで、入江等が形成されていない。 

 ・ 海岸の後背地が急に高くなっている地区や西湘バイパスが後背地に対して防波堤  

   の役割を果たしている地区がある。（シミュレーション結果として津波が西湘バ    

   イパスを越波する箇所も存在します。） 

 

【小田原市における津波の特徴】 

 ・ 津波高が高くなりにくい。 

 ・ 浸水域が比較的狭い。 

 ※ ただし、震源に近いため、津波到達時間が極めて短い。（日本一早い津波） 

コラム１ 

津波の発生メカニズムと小田原市における津波の特徴 
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特定避難困難地域について 

  特定避難困難地域とは、津波の到達時間までに避難対象地域外または避難対象地域内の津波

避難ビルに避難することが困難な地域を指し、津波襲来時に域内に滞在している人が安全な場

所に避難できるようになるよう津波避難ビルや津波避難タワーの設置や避難経路等の確保に必

要な対策を検討するための基礎資料として把握するものです。 

  小田原市においては、津波の到達時間が極めて短いため、一般的な成人の歩行速度を1.0ｍ/

秒（60ｍ/分）、歩行困難者・身体障がい者・乳幼児・重病人等の歩行速度を0.5ｍ/秒として算

出すると、浸水地域外や津波避難ビルに避難するために水平移動可能な距離は最大でも60～

360ｍです。一般的に津波を引き起こすような大きな地震の揺れは数分間続くとされており、

更に、避難準備にかかる時間を考慮すると、津波防災地域づくり推進計画を既に作成している

市町村では地震発生から避難開始にかかる時間を3～10分程度としており、これを勘案すると

小田原市はほぼ全ての津波浸水地域が特定避難困難地域に該当します。 

  このため本市においては特定避難困難地域とそれ以外の地域を区分せずに津波避難対策を検

討・推進していくものとします。 

 

出典：津波防災まちづくりの計画策定に係る指針（第１版） 

コラム２ 

特定避難困難地域について 
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 第２章 沿岸部の現況とこれまでの取組 

 ２－１ 小田原市の歴史 

 

本市は、住みよい地形と自然を生かしながら、城下町・宿場町・別荘地として栄え、小田原独自の

「なりわい」や「邸園文化」などが発展し、今なお小田原のまちには当時の産業や文化が息づいていま

す。 

江戸時代に入り、政治の中心が小田原から江戸へ移ると、小田原は沿岸部を通る東海道有数の宿場町

として機能するようになりました。箱根越えを控えた旅人に向けて、蒲鉾や干物といった水産加工品、

寄木や漆器といった木製品、梅干しをはじめとする農産品などの商品を販売し、栄えたのが小田原の

「なりわい」です。 

 明治時代になると参勤交代が廃止されたことなどにより、東海道に人・もの・金が流れなくなり、宿

場町としての小田原の賑わいは減退してしまいました。 

 しかし、明治時代後半には、温泉を目的として箱根を訪れる富裕層の来訪客が増え、徐々に活気が戻

るようになりました。また、箱根観光の起点として賑わうだけでなく、東京からほどよい距離であるこ

とや、海や山に囲まれた豊かな自然があり、温暖な気候であることで、風祭、南町、板橋等の沿岸地域

において皇族や政財界人の邸宅が建てられ「邸園文化」が栄えました。 

 大正時代には、関東大震災が起こり、震源に近い小田原は多くの建物が倒壊し、当時の熱海線根府川

駅では、機関車と車両が海中に崩落するなど大きな被害が生じました。 

 震災の復興の一環で、昭和に入ると小田原の交通網は一気に発達しました。1927 年に新宿－小田原間

に小田急線が開通し、1934 年に丹那トンネルが開通、東海道本線が小田原を通りました。1940 年には

小田原町、足柄町、大窪村、早川村、酒匂村の一部が合併して本市が誕生しました。 

 戦時中は小田原も被害を受け、1945 年には小田原空襲で新玉、万年、幸地区の一部が焼失しました。

戦後、1960 年には、本市の象徴である小田原城天守閣復興事業が完了するとともに、1964 年には東海

道新幹線小田原駅が開業し、東京・横浜への所要時間も大きく縮みました。 

   

出典：平成28年３月「小田原市観光戦略ビジョン」 

第２章 沿岸部の現況とこれまでの取組

２－１ 小田原市の歴史 
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日本暦年月日  西暦  
震源地又は

地震名  
記事 マグニ

チュード 

寛永10．1.21  1633 年 
相模・駿

河・伊豆  

小田原城の矢倉・門塀・石壁ことごとく破壊。小田原で民家の

倒壊多く、死者１５０人。箱根で山崩れ。熱海に津波が襲来し

た。  

７．０  

正保4．5.14  1647 年 武蔵･相模  
江戸城や大名屋敷で被害、死者があった。小田原でも城の石垣

が崩れるなどの被害。余震が多かった。  
６．５  

慶安1．4.22  1648 年 相模･江戸  

小田原城破損、領内で倒壊家屋が多かった。箱根で落石、死者

１人。江戸で船のごとく揺れ、瓦落ち、土蔵や練塀の半数が崩

れ倒れた。小田原や江戸の大きな被害は疑問とする説がある。  

７．０  

元禄16．11.23  1703 年 

江戸・関東

諸国「元禄

地震」  

相模･武蔵･上総・安房で震度大。 

特に小田原で被害大きく、城下は全滅、１２ヶ所から出火、倒

壊家屋８千戸以上、死者２，３００人以上。東海道は川崎から

小田原までほとんど全滅し、江戸・鎌倉などでも被害が大き

かった。津波が犬吠崎から下田の沿岸を襲い、溺死者数千人。

１９２３年関東地震に似た相模トラフ沿いの巨大地震と思われ

るが、地殻変動はより大きかった。  

７．９ 

～ 

８．２  

天明2．7.15  1782 年 
相模・武

蔵・甲斐  

月のはじめより、前震があり、１５日に２度大震。小田原城破

損、家屋約８００余倒壊。箱根・大山・富士山で山崩れ。江戸

でも倒壊や死者があった。熱海で津波があったらしい。  

７．０  

天保14．2.9  1843 年 
足柄・御殿

場  

足柄萓沼村で石垣・堤の崩れ多く、御殿場の近くや津久井でも

被害があった。  
６．５  

嘉永6．2.2  1853 年 小田原付近 
小田原で被害が大きく城内で倒壊・破損が多かった。小田原領

内で倒壊家屋１千余戸、死者２３人。山崩れが多かった。  
６．７  

大正12．9.1  1923 年 

関東南部 

「関東大地

震」  

東京で観測した最大振幅１４～２０cm。地震後火災が発生し

被害を大きくした。全体で死者、不明者１４万２千余、家屋

全・半壊２５万４千余戸、焼失４４万７千余戸。山崩れ、崖崩

れが多い。房総方面・神奈川南部は隆起し、東京付近以西・神

奈川北方は沈下した。相模湾の海底は小田原布良線以北は隆起

し、南は沈下した。関東沿岸に津波が襲来し、波高は熱海で１

２m、相浜で９．３mなど。  

７．９  

昭和5．11.26  1930 年 
伊豆北部 

「北伊豆」  

２～５月に伊東群発地震、この月の１１月１１日より前震があ

り、余震も多かった。死者２７２人、全壊家屋２，１６５戸。

山崩れ、崖崩れが多く、丹那断層（長さ３５km、横ずれ最大

２～３m）とそれに直交する姫之湯断層などを生じた。  

７．３ 

過去の地震 

第２章 沿岸部の現況とこれまでの取組

２－１ 小田原市の歴史 

参考：内閣府「過去の災害一覧」 
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２－２ 人口・産業 

（１）人口 

市の人口は、昭和30年の国勢調査では約11万人でしたが、年々増加し続け、平成7年の国勢調査では20万人に

達しました。その後も人口は増加傾向でしたが、平成11年をピークに減少に転じ、以後は、緩やかな減少傾向を

示しています。  

平成27年国勢調査では、平成27年10月1日現在、市の人口は、194,086人、世帯数は79,120世帯です。また、

1㎢あたりの人口密度は1,705人／㎢となっています。  

調査年月日 

人口 

世帯数 備考 

総数 男 女 

昭和15年12月20日  54,699 27,431  27,268  10,749  市制施行 
時点 

昭和25年10月1日  75,334 36,595  38,739  15,465  国勢調査  

昭和30年10月1日  113,099 55,656  57,443  22,295  国勢調査 

昭和35年10月1日 124,813 61,494  63,319  26,162  国勢調査 

昭和40年10月1日 143,377 70,926  72,451  33,649  国勢調査 

昭和45年10月1日 156,654 77,491  79,163  40,169  国勢調査 

昭和50年10月1日 173,519 85,911  87,608  47,253  国勢調査 

昭和55年10月1日 177,467 87,626  89,841  51,809  国勢調査 

昭和60年10月1日 185,941 92,046  93,895  56,193  国勢調査 

平成２年10月１日 193,417 95,677  97,740  61,360  国勢調査 

平成７年10月１日 200,103 99,171  100,932  67,916  国勢調査 

平成12年10月１日 200,173 98,675  101,498  71,532  国勢調査 

平成17年10月１日 198,741 97,501  101,240  74,291  国勢調査 

平成22年10月１日 198,327 96,839  101,488  77,793  国勢調査 

平成27年10月１日 194,086 94,679  99,389  79,120  国勢調査 

表 人口・世帯数の推移 

第２章 沿岸部の現況とこれまでの取組

２－２ 人口・産業 
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～20 人/ha 

20～40 

40～60 

60～80 

80～100 

100～ 

運行本数がピーク時3本以

上のバス路線 

駅800ｍ圏 

市街化区域 

 

出典：平成27年国勢調査500mメッシュ人口 

本市の市街地（市街化区域）内の人口密度は、おおむね人口集中地区（以下、DID）※の基準である40人/

haを上回っており、一定の人口が集積しています。 

 市街地の中でも、小田原駅周辺、鴨宮駅周辺や小田急小田原線の駅周辺において高い人口集積がみられ、高

密度な市街地を形成しています。また、これらの駅から運行するサービス水準の高い（ピーク時3本以上）バ

ス路線沿線においても一定の人口集積がみられます。このことから、本市の人口分布は、公共交通の利便性が

高い中央エリアに高い人口集積がみられることが特徴といえます。 

 また、漁業を中心として栄えてきた歴史的背景があり、特に国道など幹線道路の通る交通の便の良い沿岸部

に人口の集積した地域があります。 

小田原市人口分布図 

第２章 沿岸部の現況とこれまでの取組

２－２ 人口・産業 
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（２）産業 

 本市では、蒲鉾、干物、和菓子、漬物、木

製品、提灯、鋳物といった地場産業があり、

これらの地場産業は、豊かな自然と多くの

人々の往来や様々な文化の交流のあった城下

町・宿場町として栄えた歴史の中で生まれた

と言えます。 

 特に小田原城を中心として、産業・文化・

食などの地域資源が市内各所に広がってお

り、沿岸地域には、漁港やかまぼこ通りなど

の小田原の観光資源が広がっています。 

 また、「北條五代祭り」、「ちょうちん夏

まつり」、「忍者の里・風魔まつり」、「お

でんまつり」、「梅まつり」など、１年を通

して様々な行事があり、行事観光客数の割合は神奈川県の他都市よりも高くなっていることから、来訪客の多

くは、行事を目当てに小田原を訪れていることが分かります。 

出典：平成30年小田原市統計要覧 

第２章 沿岸部の現況とこれまでの取組

２－２ 人口・産業 
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 ２－３ 土地利用・交通 

 本市は、豊かな自然環境の中で暮らし、通勤通学では横浜・東京方面に、また休暇には箱根・伊豆方面に出か

けることのできる恵まれた立地環境にあります。 

 この立地環境を生かし、それぞれの地域特性に応じた多様な住まい方からなる「小田原スタイル」の暮らしを提

案して、市民の定住と市外からの転入者の増加を図り、にぎわいを生む持続可能なまちを目指しています。 

  

（１）土地利用 

  

 ① 土地利用概況 

 市の面積は、11,381ha であり、そのうち人口集中地域の面積は3,020haで市域の約27%にあたりま

す。市域の約48%にあたる5,552haが農用地等として保全すべき農業振興地域に指定されています。 ま

た、森林面積は4,267ha で市域の約37%にあたります。 現在の市の土地利用は次のとおりです。  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 ②  市街化区域及び市街化調整区域  

 市における令和元年９月13 日現在での市街化区域及び市街化調整区域は、次のとおりです。  

 

田 畑 宅地 池沼 山林 原野 雑種地 その他 合計 

593.9 1,910.6 1,927.8 1.6 1,827.1 1,355.8 645.1 2,217.5 10,479.4 

               表 土地利用状況          （単位㏊） 

              ※ 河川等を除く 

表 市街化区域及び市街化調整区域 

市街化区域 ２，８２２ ㏊ 

市街化調整区域 ８，５５８ ㏊ 

            令和元年９月13日変更 神奈川県告示第187号 

第２章 沿岸部の現況とこれまでの取組

２－３ 土地利用・交通 
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土地利用基本方針図 

第２章 沿岸部の現況とこれまでの取組

２－３ 土地利用・交通 
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 （２）交通 

 ① 公共交通機関  

 市の鉄道は、東海道新幹線の停車駅である小田原駅を中心に、東海道本線、小田急小田原線、大雄山

線、箱根登山線が配置されています。また、国府津駅を始点とする御殿場線があり、あわせて5つの鉄

道会社が６路線で事業を展開しています。バス交通は、小田原駅、国府津駅を中心として、４つのバス

会社が事業を展開しています。小田原駅、国府津駅では特に公共交通網が集中していることから、混雑

時に災害が発生した場合には、相当の混乱が予想されます。  

 

 ②道路 

 市の骨格となる道路体系は、南北軸である国道255号、県道711号（小田原松田）、東西軸である国道

1 号、西湘バイパスなど都市間を結ぶ主要な幹線道路網を形成しています。市内の生活道路は、城下町

という歴史的な経緯から、狭あいで曲がりくねった道路も多く存在しており、火災の延焼や災害時の避

難が懸念される地区もあります。 

 沿岸には西湘バイパス及び国道135号といった主要な幹線道路が走っています。西湘バイパスの盛土

構造となっている区間では、津波に対して一定の堤防的な役割を果たしますが、箇所によっては越波す

ることも想定されており、 国道135号についても多くの区間が浸水のリスクを抱えています。 

 

≪緊急輸送道路≫ 

  本市において、災害応急対策の実施に必要な人

員、物資及び資機材等を迅速かつ確実に輸送するた

め、各拠点との連携を考慮し、緊急輸送施設の整備

を図っています。 

 県では、市災害対策本部や物資受入れ港の主要路

線と接続する路線を緊急輸送道路に指定していると

ともに、市は県の指定する緊急輸送道路を補完する

ものとして、必要に応じ市の指定する補完道路を指

定し整備を図っています。なお、本市の沿岸を走る

国道１号や県道135号については、緊急輸送道路と

して指定されており、緊急輸送道路から各広域避難

所等に繋がる道路を補完道路として指定していま

す。 

 

第２章 沿岸部の現況とこれまでの取組

２－３ 土地利用・交通 
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（３）神奈川県海岸保全基本計画 

 小田原市の海岸の保全や整備に関する基本的な事項について定めた計画は次のとおりであり、本計画

はこれとの整合性を図りつつ、必要な検討事項を加えて策定する必要があります。 

 
小田原東側 

小田原西側 

第２章 沿岸部の現況とこれまでの取組

２－３ 土地利用・交通 
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 ２－４ これまで小田原市（県含む）が実施してきた地震・津波防災施策 

時期 項目 主な内容 

Ｈ21.３ 神奈川県地震被害想定公表 神奈川県西部地震における津波の想定…小田原市で最大津波高「3.33

ｍ」 

Ｈ23.３.11 東北地方太平洋沖地震 

（東日本大震災） 

従来の想定を大きく上回る津波が発生 

Ｈ23.３.31 相模湾沿岸13市町長から神

奈川県へ想定される津波の

規模見直しの要望提出 

本市では最悪とされる津波の高さを「10ｍ程度※」と、ひとまず想定

（理由：東日本大震災の最大津波高は「8.5ｍ以上」とされ、この数値

を上回るもの。大津波警報の最大高さ「10ｍ以上」も考慮。従来の想

定「3.33ｍ」を約３倍に引き上げ） 

Ｈ23年度以降 津波対策の強化 海抜10ｍ以下の沿岸部を対象として津波対策を強化 

Ｈ23.５.13設置 「津波浸水想定検討部会」 県では、平成23年度で検討 

Ｈ24.３.30 神奈川県「新たな津波浸水

予測図（12地震）」公表 

本市の最大浸水区域「慶長型地震」 
本市の最大津波高「6.3ｍ」（前川地区）「元禄型関東地震と神縄・国

府津－松田断層帯の連動地震」 
この予測は、本市想定の10ｍを下回ると共に、海抜10ｍ以下の地域に

浸水もない結果となった 

Ｈ27.２.27 沿岸地域における「津波高

さ」または「浸水域」が最

大となる、合計５つの地震

による津波浸水予測図を公

表 

国の新たな知見を取り入れ、最大クラスの津波については、県民のい

のちを守ることを目的として、想定外をなくすという考えのもと、予

測を見直した津波浸水予測図を公表した。 

H27.３.31 「津波浸水想定」（県内で

津波が最大となる５地震の

「浸水域」と「浸水深」が

最大となるよう重ね合わせ

た図面）が公表 

この結果、本市における最大の津波は、相模トラフ沿いの海溝型地震

（西側モデル）によるもので、最大津波高は11.9ｍ（国府津地区、到

達時間３分）、最大浸水面積（代表箇所（海岸保全区域、港湾区域、

漁港区域）は0.9㎢（慶長型地震）から2.0㎢（←2.1㎢、平成27年6月

22日修正）で居住区域への浸水も一部あり、という結果となった。 

H31.3 津波災害警戒区域の指定に

向けた県の方針 

区域指定を進める意向がある小田原ブロック（小田原市、真鶴町及び

湯河原町）をモデル地域として、指定に向けた調整を実施 

R1.8～11 住民説明会 津波災害警戒区域の指定にについて、市・県の共催により住民説明会

を開催した。（３回実施） 

R1.11～12 各市町長への意見聴取等 津波防災地域づくりに関する法律第53条第３項に基づき、神奈川県が

市長に区域指定に係る意見聴取を実施 

Ｒ1.12.24 県西地域（小田原市、湯河

原町、真鶴町）「津波災害

警戒区域」指定 

最大クラスの津波発生時における避難体制の強化を図るため「津波防

災地域づくりに関する法律」に基づき、神奈川県知事により津波災害

警戒区域を指定。 

地震・津波防災施策時系列 

第２章 沿岸部の現況とこれまでの取組 

２－４ これまで小田原市（県含む）が実施してきた地震・津波防災施策 
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時期 概要   種類 

Ｓ58年度 

～Ｈ７年度 
津波注意用掲示板の設置 津波注意喚起を図るため、沿岸地域に50枚設置 

啓発 

表示 

Ｈ23年度 

海抜表示板・海抜表示シール

の設置 

小学校、中学校、市公共施設、駅、公園、金融機関（さが

み信金、ＪＡかながわ西湘）、郵便局、交番、津波避難ビ

ルなどに設置（津波避難ビルには、津波避難ビル表示シー

ル設置） 

海抜表示板の設置 866枚（うち小田原松風ライオンズクラブ寄附分287枚） 

海抜表示シールの設置 112枚 

Ｈ23.7、9 海抜マップ 作成、全戸配布 

Ｈ25.３ 防災マップ作成、全戸配布   

Ｈ23～24年度 津波経路地図の作成回覧 

沿岸地区９地区（早川、十字、幸、新玉、万年、山王網一

色、酒匂・小八幡、国府津、橘南）において、津波避難地

図を作成し、配布、回覧。 

Ｈ24年度 津波避難経路看板の設置 
津波避難ビル等に速やかに避難できるよう、避難経路等を

示した看板を沿岸地区に24基設置。 

津波一時避難施設（津波避難

ビル）の指定、協定 

Ｒ２.１末現在、90ヵ所（市公共施設３３、県公共施設

６、民間施設51） 

※民間施設については、海抜10ｍ以下を含む沿岸地域の自

治会長や民生委員等と地域周辺を街歩きして、津波避難ビ

ルや避難経路を確認し、選定 

 [条件] 

①耐震基準（1981年施行）に適合 

②原則としてＲＣ（鉄筋コンクリート）又はＳＲＣ（鉄骨

鉄筋コンクリート）構造 

③３階建て以上 
避難 

場所 

Ｈ23年度～   

高台 ＪＡ早川選果場、旧城内高校グラウンドの２箇所 

 Ｈ23～24年度 
広域避難所等の屋上フェンス

設置 

海抜10ｍ以下に所在する学校施設を津波一時避難施設とし

て利用するため、校舎屋上に転落防止用のフェンスを整備

（再整備）した。 

Ｈ23年度３校（山王小、酒匂小、国府津小） 

Ｈ24年度６校（新玉小、町田小、富士見小、白鷗中、国府

津中、酒匂中） 

地震・津波に関する具体的な対策 

第２章 沿岸部の現況とこれまでの取組 

２－４ これまで小田原市（県含む）が実施してきた地震・津波防災施策 
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（１）事業内容 

 東日本大震災の教訓を生かし、市民の生命・財産を守るため、迅速で的確な情報受伝達及び避難行

動が不可欠であることから、Ｈ23年度より訓練を実施し、Ｈ27年度以降の津波対策訓練は、神奈川

県と相模湾沿岸13市町合同で実施する情報受伝達訓練へ参加しました。具体的な訓練内容については

下記のとおりです。 

 

（２）訓練内容 

実施日 Ｈ23年７月29日(金)  参加人数 １，１６５人 

訓練内容 

(1) 災害対策本部運営訓練（会場：防災情報処理室及び各施設） 

  各課から所管の施設・学校・その他必要な機関への情報受伝達及び避難訓練。 

(2) 学校参加型訓練（会場：沿岸部の小中学校10校）夏休みのため、部活動等で登校して

いる生徒を対象。 

(3) 住民避難訓練（参加：十字連合５自治会、酒匂８区自治会）近隣の公共施設又は高台

へ住民が避難。 

実施日 Ｈ24年７月６日(金)、７日(土) 参加人数 ３，２９６人（６日：339人、7日：2,957人） 

訓練内容 

(1)６日…災害対策本部運営訓練（会場：防災情報処理室及び各施設） 

     各課から所管の施設・学校・その他機関への情報受伝達及び初動訓練。 

(2)７日…住民避難訓練（参加：酒匂・小八幡、国府津、橘南連合）高台又は津波避難ビルへ

住民が避難。 

実施日 Ｈ25年７月13日(土)、16日(火) 参加人数 １，１４７人 

訓練内容 

(1)13日…情報伝達訓練、避難誘導訓練（酒匂川以西の沿岸地区）、情報収集訓練、広域応援

部隊先遣隊活動拠点偵察訓練、県内消防応援部隊先遣隊活動拠点情報収集訓練 

(2)16日…情報受伝達訓練 

Ｈ２３年度 

Ｈ２４年度 

Ｈ２５年度 ※県と相模川以西市町との合同訓練  

津波避難訓練 

第２章 沿岸部の現況とこれまでの取組 

２－４ これまで小田原市（県含む）が実施してきた地震・津波防災施策 
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実施日 Ｈ26年７月11日(金）、19日(土) 参加人数 ５６人 

訓練内容 

(1)11日…情報伝達訓練 

(2)19日…避難誘導訓練（御幸の浜海水浴場利用者及び管理委託業者等） 

     防潮扉閉鎖訓練（小田原市消防本部） 

実施日 Ｈ27年11月５日(金) 参加人数 １２人 

訓練内容 神奈川県津波対策情報受電達訓練 

実施日 Ｈ29年２月10日(金) 参加人数 １４人 

訓練内容 
小田原市（押切地区・中村原３区）と二宮町（川匂地区、茶屋地区）による合同津波避難図上

訓練 

実施日 Ｈ29年８月27日(日) 参加人数 ２５人 

訓練内容 
小田原市（押切地区・中村原３区）と二宮町（川匂地区、茶屋地区）による合同津波避難訓
練 

実施日 Ｈ29年９月１日(金) 参加人数 ８４０人 

訓練内容 
沿岸地域住民および酒匂中学校生徒と関係機関による津波避難訓練 （於：九都県市合同防

災訓練） 

実施日 Ｈ30年11月９日(金) 参加人数 ５人 

訓練内容 神奈川県津波対策情報受電達訓練 

Ｈ２６年度 

Ｈ２７年度 

Ｈ２８年度 

Ｈ２９年度 

Ｈ３０年度 

第２章 沿岸部の現況とこれまでの取組 
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  第３章 津波防災地域づくりに関する課題 

 ３－１ 津波以外の自然災害に起因する警戒区域等 

 津波防災地域づくりにおいて、土地利用の考え方を整理するにあたり、考慮する必要がある津波以外

の自然災害に起因する警戒区域等は次のとおりです。（令和３年１月時点） 

 （１）土砂災害警戒区域等 

 

 

 

 

 

 

 （２）洪水浸水想定区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）高潮浸水想定区域図 

  今後指定予定があります。 

 

 （４）内水浸水想定区域図 

  今後指定予定があります。 

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 

土石流          116区域 土石流          86区域 

地滑り          ０区域 地滑り          ０区域 

急傾斜地の崩壊      409区域 急傾斜地の崩壊         359区域 

№ 河川名 浸水想定区域指定年月日 外力 
想定雨量 

(日雨量) 

1 山王川 
平成30 年6 月1 日 

神奈川県告示第291 号 

想定最大規模 

  

  

342mm 

2 酒匂川 
平成29 年3 月31 日 

神奈川県告示第172 号 
530 ㎜ 

3 狩川 
平成30 年7 月27 日 

神奈川県告示第355 号 
364mm 

4 仙了川 平成30 年7 月27 日 344mm 

5 要定川 
平成30 年7 月27 日 

神奈川県告示第356号 
336mm 

6 早川 
令和2 年3月24日 

神奈川県告示第95 号 
870mm 

7 森戸川 
令和元年12 月20 日 

神奈川県告示第305 号 
338mm 

8 中村川 
令和元年12 月20 日 

神奈川県告示第307 号 
335mm 

第３章 津波防災地域づくりに関する課題 

３－１ 津波以外の自然災害に起因する警戒区域等 
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 ３－２ これまで検討されてきた地域づくり上の地域別の課題等 

 本市の沿岸部は、人口や土地の利用状況など様々な特徴があることから、地域ごとの現状や課題をエ

リア別に整理することとします。本市では、津波災害警戒区域を有する13の自治会連合会エリアを４つ

のブロックに分けて検討します。 

 なお、各ページに記載の人口については、自治会区割り等の関係で参考値とします。 

  

 

 

第３章 津波防災地域づくりに関する課題 

３－２ これまで検討されてきた地域づくり上の地域別の課題等 

エリア１ エリア２ エリア３ エリア４ 

片浦・早川・大窪 足柄、山王網一色、新玉、万年、幸、十字  国府津、酒匂・小八幡 橘北、前羽  

自治会連合会区域マップ 
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１．片浦・早川・大窪 

地域人口（世帯数） 
令和２年４月時点 

約10,800名 

（約5,400世帯） 
  

最大津波高 10.2ｍ（早川地区） 最大津波到達時間 ２分（米神地区） 

避難行動要支援者数 
令和2年12月時点 

157人 
（片浦38、早川56、大窪63） 

津波災害警戒区域内の 

要配慮者施設 
 

洪水浸水想定区域 

土砂災害警戒区域 

・早川沿いは、場所によって0.5～10.0ｍ未満の浸水が想定されている。 

・山間部は急傾斜地が多く、土砂災害警戒区域等に指定されている箇所が数多く存在する。 

道路状況 ・道路交通は国道135号及び県道740号の伊豆方面への通行車両が多い。 

避難施設 ・検討中 

避難路の安全性 
・国道135号や県道740号は緊急輸送を兼ねた地域の幹線道路であるが、多くの土砂災害警戒区域等が存在する。 

・津波避難に必要な他の南北の縦動線は狭隘で勾配の急な農道のみであり、土砂災害の危険性がある。 

都市計画 

【片浦】区域外 

【早川】第一種住居地域、近隣商業地域、準工業地域 

【大窪】第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地域 

その他 

・海岸は磯浜が広がっている。 

・基幹産業は柑橘農業をはじめとする、林業、漁業となっている。 

・地域全域を農地等と位置付け、自然環境保全地域等の山間丘陵地・風致地区の海岸線など自然環境や景観を保全しつ

つ、広域農道の整備を促進している。 

・道路整備を中心として住環境を向上させているとともに、効率的な生活排水処理手法を進めている。 

・自然環境保全地域や富士箱根伊豆国立公園周辺については、優先的に環境を保全する。 

・相模湾沿いの風致地区については、水辺環境や緑地環境を保全する。 

【片浦地区】 

・昼間に若者が少ない。 

・ＪＲの駅滞留者対策についても市とＪＲとで検討する必要がある。 

・地形的に傾斜地で坂道・階段が多い。 

・各種地域活動が盛んで、地域と子どものつながりが強い。 

・片浦地区に若い人が残らず、少子高齢化が進行している。 

【早川地区】 

・観光客等による交通量が多い。 

・自転車利用者や自動車による送り迎えが多い。 

・一人暮らし、老老介護が増加しており、地域内の子どもが減少している。 

【大窪地区】 

・地区内各所に歴史と文化自然があり、年間を通じて市内外から多数の来訪者がいる。 

・児童が通学に電車を使用する地区がある。 

・高齢化が進行してきている。 

地域の課題 

地域の概要 

地域の課題まとめ 

【ハード面】津波による浸水が想定される国道135号から陸側に逃げる場合、避難路が少なく、土砂災害警戒区域等に指定されている場所も広く存在する

ことから、津波から命を守るための避難路をさらに充実させる必要があるとともに、誰でも即座に適切な判断ができるよう避難避難経路看板等の設置が必

要である。 

【ソフト面】観光施設や漁港等があることから、人が多く訪れるエリアであるため、事前の避難行動の周知が必要である。 

第３章 津波防災地域づくりに関する課題 

３－２ これまで検討されてきた地域づくり上の地域別の課題等 
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津波浸水想定図 

片浦 

津波浸水想定図 

早川～大窪 

  

液状化想定図 火災延焼による焼失棟想定図（冬18時） 建物の全壊棟数想定図 

   

第３章 津波防災地域づくりに関する課題 

３－２ これまで検討されてきた地域づくり上の地域別の課題等 
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２．足柄、山王網一色、新玉、万年、幸、十字   

地域人口（世帯数） 
令和２年４月時点 

約23,880人 

（約11,530世帯） 
  

最大津波高 
9.0ｍ 

（小田原海岸（東町地区）・小

田原漁港海岸（浜町地区）） 

最大津波到達時間 １分（小田原漁港海岸（東町・浜町・本町地区） 

避難行動要支援者数 
令和2年12月時点 

447人 
（足柄136、山王網一色83、新玉

58、万年55、幸36、十字79） 

津波災害警戒区域内の 

要配慮者施設 

小田原アシスト、第２小田原アシスト、デ

イサービスセンター翔、山王保育園、山王

小学校、白鷗中学校、神奈川県立小田原東

高等学校 

道路状況 
・電線類の地中化等による防災面の向上に合わせて、地域との協働による景観形成を進める一方、屋外広告物条例に基づく規

制・誘導や景観地区の指定等の手法により、広域的な交流の核にふさわしい商業・業務拠点づくりを進める。 

洪水浸水想定区域 

土砂災害警戒区域 

・酒匂川沿いは、場所によって0.5～5.0ｍ未満の浸水が想定されている。 

・十字地区の一部に土砂災害警戒区域等が存在する。 

避難施設 ・検討中 

避難路の安全性 ・沿岸部の道路は平坦ではあるが一部狭隘で、倒壊の危険性がある古い家屋なども残っている。 

都市計画 

【足柄】近隣商業地域、準工業地域、工業地域 

【山王網一色】第一種住居地域、工業地域、近隣商業地域、準工業地域 

【新玉】近隣商業地域、商業地域、準工業地域 

【万年】第一種住居地域、近隣商業地域、商業地域 

【幸】第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域 

【十字】第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地域 

その他 

 

地域の課題 

地域の概要 

地域の課題まとめ 

【ハード面】津波到達予想時間が早く高齢者が多く住んでいる地域であることから、特に川を遡上する津波に対する対策を講じる必要がある。西湘バイパ

スの盛土構造区間は、一定の津波対策に有効であるが、最大クラスの津波では越波が予測されるため、防波堤等の整備が必要である。 

【ソフト面】津波浸水想定区域は存在するものの、避難する方向によっては区域外への避難も可能になることから、地域における避難について検討し、適

切な避難について周知する必要がある。また、区域外にお住まいの「津波から避難する必要がある」と認識していた方々には地震による揺れから命を守る

意識を再認識させる必要がある。 

【足柄】 

・小学校の学区と自治会の区域が違うため、親子で広域避難

所も異なり、発災時に避難しづらい。 

・新たに転入してきた住民や若い世代は、隣近所や地域の高

齢者とのつながりや交流があまりない。 

・地区全体の行事は、健民祭や防災訓練くらいしかなく、大

人同士の結びつきが少ない地域である。 

【山王網一色地区】 

・海釣り等を目的とした来訪者がいる。 

・毎年の防災訓練の75歳以上の高齢者等の参加者が少ない。 

・山王松原地区防災行政無線が聞こえにくい。 

・防犯灯の整備が本当に必要な箇所に整備されていない。 

・自治会未加入者や独居の高齢者等、情報が届きにくい方が

いる。 

【新玉地区】 

・少子高齢化や人口減少が進んでいる。 

・住民同士のコミュニケーション不足から、世帯構成がわか

らない家庭が増えている。 

 

【万年地区】 

・核家族化が進み子どもの数が減少しており、一人暮らしの高齢者

が多い。 

・隣近所とのつながりを大切にしている地域である。 

・防犯灯が整備されており、安心できる地域である。 

・小田原城等の歴史的建造物が近くにあり、旧東海道のなごりを感

じさせる風情やまちなみが残っている。 

【幸地区】 

・自治会未加入者増えており、自治会を通じて周知している情報が

いきわたらない。 

・一人暮らしの高齢者が増加している。 

・空き家が増加している。 

・民生委員、主任児童委員11名で、地区内の高齢者宅を訪問する活

動を実施している。 

【十字地区】 

・高齢化が進んでいる。 

・近隣住民への関心が希薄になってきている。 

・空き家や空き家同然となった家屋が増え、空き巣が増加してい

る。 

・早川口の交差点や箱根口の交差点は交通量が多く、横断歩道を渡

るのに不安や恐怖を感じる。 

・小田原用水などの歴史的・文化的資産が数多く存在している。 

第３章 津波防災地域づくりに関する課題 

３－２ これまで検討されてきた地域づくり上の地域別の課題等 
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津波浸水想定図 

新玉、万年、幸、十字 

津波浸水想定図 

足柄、山王網一色 

  

液状化想定図 火災延焼による焼失棟想定図（冬18時） 建物の全壊棟数想定図 

   

第３章 津波防災地域づくりに関する課題 

３－２ これまで検討されてきた地域づくり上の地域別の課題等 
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３．国府津、酒匂・小八幡   

地域人口（世帯数） 
令和２年３月時点 

約26,450名 

（約12,050世帯） 
  

最大津波高 11.9ｍ（国府津地区） 最大津波到達時間 ２分（小八幡地区） 

避難行動要支援者数 
令和2年12月時点 

508人 
（国府津191、酒匂・小八幡317） 

津波災害警戒区域内の 

要配慮者施設 

かもめホール（GH）、あいわ さくら

館、国府津保育園、酒匂中学校 

洪水浸水想定区域 

土砂災害警戒区域 

・森戸川沿いは、0.5～5.0ｍ未満の浸水が想定されている。 

・国府津地区には土砂災害警戒区域等が多く存在するが、特に国府津駅南側には、津波災害警戒区域と 

重なってる位置に土砂災害警戒区域等が存在する。 

道路状況 
・東西には緊急輸送道路にも定められている国道１号が通っているが、国道１号から南北にかけて道幅が

狭い道路が見受けられる。 

避難施設 ・検討中 

避難路の安全性 
・沿岸部の道路は平坦ではあるが一部狭隘である。河口部の浸水想定が広く、水平避難を行う際の避難路

の確保が必要となる。 

都市計画 

【国府津】第一種中高層住居専用地域、第二種住居地域準工業地域、近隣商業地域、第一種住居地域、準

工業地域、工業地域 

【酒匂・小八幡 】第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地域、準工業地域工業地域 

その他 

【国府津地区】 

・一人暮らしの高齢者や高齢者世帯が増加しているが、地区の各種団体で見守り活動を行っている。 

・みかんや梅、柿が栽培されているが、後継者不足による荒廃地が増加している。 

・小学生の通学路に、交通安全上危険な箇所がある。 

・平常時は、地区外や市外に仕事を持っている人が多い。 

・森戸川にヘドロが溜まっているところがある。 

 

【酒匂・小八幡地区】 

・独居高齢者や認知症の高齢者が増加している。 

・歩道が確保できない視界の悪い交差点や、車がスピードを出して通過する通学路がある。 

地域の課題 

地域の概要 

地域の課題まとめ 

【ハード面】津波到達予想時間が早く高齢者が多く住んでいる地域であることから、特に川を遡上する津波に対する対策を講じる必要

がある。西湘バイパスの盛土構造区間は、一定の津波対策に有効であるが、最大クラスの津波では越波が予測されるため、防波堤等の

整備が必要である。 

【ソフト面】土砂災害警戒区域等や国道１号等に考慮した避難について検討する必要がある。また古く隣接した住居が多く存在するこ

とから、地震発生後の火災予防についても検討する必要がある。 

第３章 津波防災地域づくりに関する課題 

３－２ これまで検討されてきた地域づくり上の地域別の課題等 
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津波浸水想定図 

国府津 

津波浸水想定図 

酒匂・小八幡 

  

液状化想定図 火災延焼による焼失棟想定図（冬18時） 建物の全壊棟数想定図 

   

第３章 津波防災地域づくりに関する課題 

３－２ これまで検討されてきた地域づくり上の地域別の課題等 
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４．橘北、前羽  

地域人口 

（世帯数） 
令和２年３月時点 

約10,940名 

（約4,980世帯） 
  

最大津波高 11.6ｍ（前川地区） 最大津波到達時間 ３分（前川地区） 

避難行動要支援者数 
令和2年12月時点 

130人 
（橘北86、前羽44） 

津波災害警戒区域内の 

要配慮者施設 
前羽幼稚園 

道路状況 
・東西に国道１号、南北に県道709号があり、曽我地域と橘地域とを東西で結ぶ広域農道やまゆりライン

がある。 

洪水浸水想定区域 

土砂災害警戒区域 

・中村川沿いは、0.5～10.0ｍ未満の浸水が想定されている。 

・前羽・橘北地区には土砂災害警戒区域等が多く存在するが、特に東海道線沿いや西湘パーキングエリア

周辺、東海道本線北側には、津波災害警戒区域と重なってる位置に土砂災害警戒区域等が存在する。 

避難施設 ・検討中 

避難路の安全性 ・幹線道路以外は土砂災害の恐れのある勾配が急な道路が多く、一部狭隘である。 

都市計画 
【橘北地区】第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、準工業地域、工業専用地域 

【前羽地区】第一種住居地域、準工業地域、工業専用地域 

その他 

【橘北地区】 

・荒廃農地が増加してきている。 

・昼間は若い人が地域に残っていない。 

・小田原厚木道路の二宮ＩＣが近くにあり、地域外の車輛の往来がとても多い。 

 

【前羽地区】 

・防犯灯の整備はおおむね完了している。 

・ＪＲ線路際の細道など、夜道が暗く、危険な箇所がある。 

・海岸や堤防管理用道路等に缶やごみを捨てられている。 

・放置自転車や不法投棄が多い。 

地域の課題 

地域の概要 

地域の課題まとめ 

【ハード面】津波到達予想時間が早く高齢者が多く住んでいる地域であることから、特に川を遡上する津波に対する対策を講じる必要

がある。西湘バイパス沿いは橋脚部分から浸水するエリアが多くあることから、防波堤等のハード対策を施す必要がある。また、必要

に応じて、津波避難施設を建設する必要がある。 

【ソフト面】JR東海道線から海側については、高い建物が少なく避難場所も限られるため、適切な避難方法の周知が重要である。 

第３章 津波防災地域づくりに関する課題 

３－２ これまで検討されてきた地域づくり上の地域別の課題等 
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津波浸水想定図 

橘北、前羽  

 

液状化想定図 火災延焼による焼失棟想定図（冬18時） 建物の全壊棟数想定図 

   

第３章 津波防災地域づくりに関する課題 

３－２ これまで検討されてきた地域づくり上の地域別の課題等 



40 

 

  第４章 津波からの避難体制の確立 

 ４－１ 津波避難の一般的な考え方 

 地震が起きると、震源付近では地面が持ち上げられたり、押し下げられたりします。地震が海域で発生し、震源

が海底下の浅いところにあると、海底面の上下の変化は、海底から海面までの海水全体を動かし、海面も上下に変

化します。津波とは、このようにもたらされた海水の変化が周りに波として広がっていく現象であり、その波長は

長いときは数100ｋｍに及びます。そのため、たとえ30cm程度の津波であっても、人がその中を歩いて避難した

り、何かにつかまって立ったままで津波をやり過ごしたりすることは、基本的に不可能です。 

 したがって、津波からの避難においては、津波の水に触れないようにすることが最も大切であるため、浸水域外

に水平避難したり、高い建物に垂直避難して、身体の安全を確保する必要があります。 

 また、津波の力は想像以上に強大で、乗用車は、50cm程度の津波で容易に押し流されてしまいます。東日本大

震災においても、市街地等で渋滞した車の列に津波が押し寄せ、大勢の人々が命を落としました。 

 したがって、津波からの避難においては、車を使用せず、徒歩避難の原則を遵守することが大変重要です。 

 

 ４－２ 小田原市の津波の特徴と避難行動・避難対策への影響 

 これまで見てきたとおり、本市の津波の特徴として、「震源が近いため、津波到達までの時間が極めて短い」

「海が急に深くなるため津波高は比較的低い」「海岸の後背地の地形や西湘バイパスのため津波の浸水範囲は比較

的狭い」ということが挙げられます。また、東日本大震災後すぐに、想定外を無くすといった観点から海抜10m以

下の地域で津波対策を推進してきた経緯がありますが、最新の津波災害警戒区域を踏まえた避難行動と避難対策を

検討するにあたっては、次の３点について考慮する必要があります。 

 

 

・「相模トラフ沿いの海溝型地震（西側モデル）」の最大津波が本市の海岸に到達する時間は、沿岸ごとに１分～ 

 10分という非常に短い時間が想定されています。このため、東日本大震災における津波避難や南海トラフ巨大 

 地震のように10数分～数十分の避難時間の余裕がある場合と異なり、津波からの避難を浸水域外の安全な場所へ 

 の避難により追及することは大変難しいことが予想されます。なかでも１分という到達時間は全国でも例のない 

 早さであり、避難方法に対する新たな考え方を導入する必要があるとともに、地震による揺れの最中に避難が必 

 要になる場合も考慮に入れる必要があります。 

・Jアラートによる大津波警報等の放送は、揺れ始めから３分程度かかるとされており、本市の最大津波の到達時 

 間よりも遅いことも起こりえます。揺れが起きている段階では震源がどこで、津波がいつ来るかは特定できませ 

 んが、本市に到達する恐れのある最大、最速の津波から避難するためには、津波警報等を待つことなく、一人ひ 

 とりが自ら判断して避難を開始することが求められます。 

・地震による揺れの最中にも避難をしなければならない場合の事を考えると、建物の耐震化や家具の転倒防止、避 

 難経路上の危険なブロック塀の撤去等、安全かつ確実に避難が出来るよう日頃から対策する必要があります。 

 

① 避難時間が短い 

第４章  津波からの避難体制の確立 

４－１ 津波避難の一般的な考え方 
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・本市における津波災害警戒区域は、津波防災地域づくり推進計画策定済の他市町村と比較すると、区域外への避 

 難距離の短い地域が多く、地震発生後速やかに避難行動を開始することにより、区域外への避難が可能になりう   

ることを理解しておく必要があります。 

・一般的な成人の歩行速度を1.0ｍ/秒、歩行困難者、身体障がい者、乳幼児、重病人等の歩行速度は0.5ｍ/秒とす 

 ると、避難可能距離以上の経路を避難することは難しいと考えられます。しかし、事前の心構えや避難方法に 

 よっては避難可能距離を超える範囲への避難も可能になることから、最初から諦めず、一人ひとり細かく検討し 

 た上で繰り返し訓練を行っていくことが大切です。例えば、道以外（家の庭など）を通ることで区域外への避難 

 を行うことや、走ったり、自転車の使用による避難など、できる限りの方策を検討し、地域の特性に合わせた避  

 難が考えられます。 

・区域外へ水平避難をする場合、上記の事柄も踏まえ、自宅やよく行く場所からの最短経路を出来る限り複数経路 

 想定し、事前に把握しておく必要があります。 

・これまで本市では、東日本大震災後すぐに、海抜10ｍの高さまで津波が到達することを想定した啓発を行ってい 

 たことから、住民の方々には現在の津波災害警戒区域に対する対策と異なる認識が根付いています。このことか 

 ら、最新の区域や基準水位の情報について、ハザードマップなどを活用し市民や関係機関等への周知を改めて行 

 う必要があります。  

・基準水位は、津波が建物にぶつかってせり上がった高さを考慮して示されており、垂直避難が有効な高さを示し 

 ています。垂直避難については、これまでは津波に対して堅牢な津波避難ビルへの避難を前提に対策を推進して 

 きましたが、津波の到達時間が極めて短いため、津波避難ビルの入り口にさえも到達できない場合が想定さ 

 れます。このため、このことを勘案して新しい垂直避難のあり方について、地域住民の方々と一緒になって検討 

 していく必要があります。 

・上記の検討とその対策にも関わらず、結果的に津波からの避難が困難な地域が残った場合には、レベル１津波に 

 対する津波対策施設をさらに強化したハード整備や、高台への集団移転、建築規制を行うことなども視野に入れ 

 て、これ以上津波から避難をすることができない人を増やさないという検討も行っていく必要があります。 

② 避難距離が短い 

第４章  津波からの避難体制の確立 

４－２ 本市の津波の特徴と避難行動・避難対策への影響 

③ 津波へ意識不足 
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東日本大震災における木造建築物の津波被害の概要 

（気象庁 津波の高さと被害との関係(平成２３年東北地方太平洋沖地震の事例より)） 

 

■越村・郷右近（東北大学災害制御研究センター）調査結果より 

 

宮城県全体：浸水深２ｍで 

建物流失率が増加する（流失率２割以上） 

浸水深６ｍを超えると流失率は８割以上 

 

地域により、津波の特性や地形等との関連

で被害率は大きく異なる（例：仙台市、南

三陸町） 

 

 

 

■東北工業大学調査結果より 

 

岩手県、宮城県を対象とした津波被害調

査からは、 

●木造建物：浸水深２ｍが構造被害発

生、浸水深４ｍが流出の目安と考えられ

る。 

●RC造建物：地盤条件に適合した適切な

基礎・設計が行われていれば十分に津波

に抵抗できると考えられる。 

 

 

■国土交通省都市局調査結果より 

津波被災地全体の全建物を対象とした浸水被害調査からは、浸水深２．０ｍ前後で建物被害に 

大きな差があり、浸水深２ｍ以下の場合には建物が全壊となる割合は大幅に低下する。 

 

 

 

 

浸水深と被害との関係に関する調査結果からは、 

 浸水深２ｍが被害の様相が変化する境界と考えられる。 

 

コラム３ 

東日本大震災における木造建築物の津波被害の概要 

浸水深と被害との関係のまとめ 
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 ４－３ 小田原市における津波避難の基本的考え方 

 地域住民との話し合いにより案出した「小田原方式津波避難要領」を基本とし、少しでも多くの命が助かるよ

う、地域の特性や住民の考えを反映した地域毎の避難要領を確立し、津波災害警戒区域内にいる地域住民だけでな

く、通勤・通学者、観光 客など避難対象地区にいるすべての人に幅広く周知・徹底する施策を展開します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の避難要領は、コラム３の東日本大震災における木造建築物の津波被害の概要のうち、津波跡（基準水位

に相当）が２ｍ以下であった場合、８～９割の木造建築物が、壁面等に被害を受けこそすれ、建っている場所から

流出することなく元の場所にとどまっていたという事実に着目し、そのような状態であれば、たとえ木造建築物で

あっても、２階以上に避難できてさえいれば、命が助かる可能性があるのではないかといった考えに基づくもので

す。 

 この避難の考え方は、１００％の確実性を保証するものではなく、避難時間が極めて短いといった本市の津波避

難の特性を十分に理解したうえで、住民一人ひとりが自ら判断して避難要領を決定し、一人でも多くの住民の命が

助かるようにしようとするものです。 

 この避難要領が実効性をもって成り立つためには、避難する木造建築物が地震の揺れによって倒壊してしまわな

いように耐震化されていることが必要があったり、屋内の避難行動を阻害しないように家具等の転倒防止施策を徹

底する必要があったりと、住民の皆さんとの対話を重ねながら様々な施策を継続的に推進していく必要がありま

す。また、夜間の避難方法についても検討が必要ですが、日ごろから寝るときは２階で寝るようにするなど、すぐ

に取り組める行動を積み重ねる必要があります。 

 平家建てや基準水位が２ｍ以上の地区にお住まいの方も、日ごろから隣近所の付き合いをよく行い、地震発生時

は基準水位が２ｍ以下の２階以上のお宅等へ避難させてもらう約束をしておくなどで、命を守る行動につなげるこ

とができます。また、家屋の建て替えの際は、津波災害警戒区域外への移住の検討や、基礎の嵩上げ、２階以上の

構造にするなど、津波対策を意識して建て替えを検討する必要があります。 

 小田原方式津波避難要領 

 ※ ここでいう「津波避難の考え方」は、避難が必要な、津波災害警戒区域内にいる人を指します。 
 

 いつ 

  「揺れだ！津波だ！すぐ避難！」をスローガンとして、強い揺れを感じた時は、 

  津波警報等を待つことなく、直ちに避難開始 
 

 どこへ 

  津波災害警戒区域外に確実に到達できる人は、区域外へ！（水平避難） 

  それ以外の人は、基準水位２ｍ以下の２階以上へ！（垂直避難） 

第４章  津波からの避難体制の確立 

４－３ 小田原市における津波避難の基本的考え方 



44 

 

 第５章  津波防災地域づくりの推進 

 ５－１ 津波防災地域づくりの基本方針 

 本市の津波災害の特徴及びそれに起因する安全・確実な避難体制を構築することの困難性に鑑み、本市の当面の

津波防災地域づくりの基本方針は「一人でも多くの市民の命を救う」ための施策を推進することとし、最大クラス

の津波が発生した場合でも「なんとしても人命を守る」といった国の目標を努めて早期に達成することを目指しま

す。 

 

 

 

 

 

 あわせて、「小田原らしさ（自然・歴史・交通の利便性）を生かし、多様な交流によりにぎわいを生む持続可能

なまち」という都市づくりの目標やSDGｓ未来都市が描く地域活性化のビジョンを実現するためにも、災害後の

小田原市の津波防災地域づくりのあるべき姿、すなわち事前の復興ビジョンを検討することにより、未来を見据え

たまちづくりの在り方を明確化することとします。 

 

 ５－２ 津波防災地域づくり施策の推進の考え方 

 基本方針を受けて、まず、「いのち」を守ることを最優先事項として位置付けます。次いで、地域活性化の基礎

となる「地域（なりわい、産業等を含む。）」を守るための施策について考えます。 

 これらの施策の推進にあたっては、「多重防御」の考え方を取り入れ、例えば、小田原城天守を守るため、一番

外側に総構え、城内に入って最初の守りが三ノ丸とお濠、次に馬出門、二ノ丸、銅金門で敵の勢いを削ぎ、最後に

常盤木門と本丸で敵を撃退する、といった重層的なまもりにより天守を守り抜いたように、考え得るすべてのハー

ド対策、ソフト対策を総動員し、津波から「いのち」と「地域」を守る施策を推進します。 

 この際、ハード対策については国や県への要望を中心に据えつつ、小田原市独自の施策についても実施可能なも

のから順次対策を進めていきます。これらのハード対策は短期的に実施できるものと、中長期をかけて計画的に実

施するものとに区分し、津波防災対策の骨幹として、手戻りが生じないように推進していきます。 

 ソフト対策については、行政として実施すべき制度や計画の整備や訓練・普及啓発活動を着実に実施するととも

に(公助）、住民一人ひとりがまず自らの命を守る対策を取る「自助」や自治会や自主防災組織、近所の助け合い

等の従来からの「共助」に加え、企業、NPO、ボランティア等による新たな「共助」が有機的に組み合わされ、

津波避難対策の実効性が確保できるように、常日頃から各活動主体間の連携を重視するとともに、施策を短期間で

見直し、常により良い施策を推進できる体制を追及していきます。 

【基本方針】 

いのちを守り 地域を守る 未来に向かって持続可能なまちづくり 

第５章  津波防災地域づくりの推進 

５－１ 津波防災地域づくりの基本方針 
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 ５－３ 津波防災地域づくりに関する地域の声 

 本計画策定にあたり、津波災害警戒区域内の住民の方々を対象にワークショップの開催や、回覧・市ホームペー

ジによる意見照会を行い、「地域の声」として津波避難対策に対する課題や、その解決策を聞き取りました。 

 

 ワークショップの開催結果について 

 

 

  

 

 

  

 

 

  第１部 小田原の津波を知る 

   １．小田原市の津波について危険性とリスクの説明（神奈川県災害対策課） 

   ２．平成27年３月に公表した津波浸水想定の説明（神奈川県砂防海岸課） 

   ３．今まで小田原市での取組みを紹介（小田原市防災対策課） 

 

  第２部 津波避難を考える 

   １．地域における危険箇所の共有・課題の抽出 

   ２．避難先、避難経路等を地図に記入 

   ３．津波発生時の避難行動の検討 

   ４．必要な対策の検討（津波避難ビルの検討） 

地区 日時 

足柄・山王網一色・新玉地区 令和2年11月21日(土)  13：00～16：00 

万年・幸・十字地区 令和2年11月22日(日)  13：00～16：00 

橘北・前羽地区 令和2年11月23日(祝月) 13：00～16：00 

片浦・早川・大窪地区 令和2年11月28日(土)  13：00～16：00 

国府津・酒匂・小八幡地区 令和2年11月29日(日)  13：00～16：00 

第５章  津波防災地域づくりの推進 

５－３ 津波防災地域づくりに関する地域の声 
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 （１）片浦地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （２）新玉地区 

 

 

 

  

 

 

 

地域の声（住民ワークショップ・回覧） 

津波避難対策に 

対する課題 

・高齢者が多い 

・傾斜地が多い 

・津波の到達時間が短く、避難する時間がない 

・土砂災害の危険がある 

・観光客等への周知  

解決策 

≪すぐにできること（短期）≫ 

・地域のつながりの強化（声のかけあい） 

・津波避難家屋の指定（近所の２階以上） 

・土砂災害の危険などを考慮し、高台に避難 

・夜、睡眠しているときに地震が起きた場合 

 懐中電灯とスリッパを用意しておく 

・非常持ち出し袋を備えておく 

・家族全員避難場所を理解しておく 

・一人暮らし高齢者・弱者の情報を把握 

・避難行動要支援者のリストアップ、マップ化 

≪今後やるべきこと（長期）≫ 

・避難路の整備 

・水門の設置 

・漁港の整備（孤立する地区だから） 

・堤防を増やす 

・避難場所、経路の案内板設置 

・高齢補助者への情報を知らせる 

・地域住民への情報提供、放送 

・道路・歩道の整備、手すりやスロープ 

地域の声（住民ワークショップ・回覧） 

津波避難対策に 

対する課題 

・防災訓練の充実（老幼問わず広い世代が参加する訓練） 

・向こう三軒両隣（隣島） 

・早い避難が必要 

・木造平屋建てが多い 

・垂直避難場所の確保 

解決策 

≪すぐにできること（短期）≫ 

・津波避難ビルの早期決定 

・行政の横の連携が取れた訓練を実施する 

・津波避難ビルの標識を作り直す 

・避難場所を明記した古い看板を作り直す 

・避難所の仮設トイレの充実 

≪今後やるべきこと（長期）≫ 

・自治会の加入率を上げる  

・自治会単家の防災訓練実施 

・小中高校生の避難訓練へ参加促進 

・独居高齢者の避難対策   

・危険な塀等の撤去 

・老朽空き家対策の実施   

・木造家屋に対する耐震診断・耐震化工事事業 
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  （３）万年地区 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （４）幸地区 

地域の声（住民ワークショップ・回覧） 

津波避難対策に 

対する課題 

・住宅の老朽化、耐震化 

・海岸侵食が激しい 

・高齢者が多く避難に時間を要する 

・病人・車いすの避難対応 

・ペットの対応 

解決策 

≪すぐにできること（短期）≫ 

・高齢者避難方法について、隣近所、 

 自治会、民生委員等による意思疎通、 

 取り決めを行う 

・地域住民の地震に対する意識の向上 

・津波避難に対する意識の啓発 

・老朽危険空き家の除去 

≪今後やるべきこと（長期）≫ 

・住宅耐震補強の補助 

・海岸侵食、土砂投入による 

 海岸護岸の継続工事 

地域の声（住民ワークショップ・回覧） 

津波避難対策に 

対する課題 

・防潮扉が閉められない 

・老朽家屋が多い 

・要配慮者の避難 

・自治会未加入者 

・津波警報が発令されるのが遅い 

解決策 

≪すぐにできること（短期）≫ 

・住民間で助け合いができる近所付き合い 

・津波に関する知識の普及 

・自治会未加入者宅への訪問勧誘 

・津波避難ビルへの逃げ方を周知する 

・古い家を補強する ・家具の固定 

・要支援者に対する名簿の確認と、 

 介助者の指名 

・防潮扉は閉めっぱなしにする 

・区域外へ転居させる 

・高台の建設 

・防災行政無線の電波能力の向上 

・津波避難ビルが安全かの検証 

≪今後やるべきこと（長期）≫ 

・津波ハザードマップのさらなる周知 

・区域外へ転居の補助金 

・近くで避難できる建物を増やしていく 

・津波に耐えられる高層住宅を作る 

・電波を強く受ける防災ラジオの全居配布 

・現在のプール跡に津波避難タワーを作る 
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  （５）十字地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （６）足柄地区 

地域の声（住民ワークショップ・回覧） 

津波避難対策に 

対する課題 

・高齢者、歩行困難者の避難対応 

・自分の家の津波に対する状況を理解していない 

・自分の家、公民館等の耐震強度を理解していない 

・観光客等への対応 

・堤防の補強・見直しが必要 

解決策 

≪すぐにできること（短期）≫ 

・自宅の耐震診断を理解する 

・垂直避難の自宅内訓練 

・要支援者の把握（個人情報の問題のクリア） 

・隣人が協力して対応する 

・防災訓練による避難方法の周知 

・ハザードマップの周知 

・引っ越し費用の補助 

・公共地、公道等に避難経路図を掲出する 

・避難経路の看板を立てる 

・携帯電話を使えない高齢者への対応 

≪今後やるべきこと（長期）≫ 

・平家の解消 

・自治会組織の強化 

・防災訓練を繰り返し防災減災能力を高める 

・観光客の対応を市として考える 

・ハザードマップを見て避難場所の確認 

・住宅耐震診断補助 

・耐震化への費用補助 

・避難は徒歩避難を徹底させる 

・防災放送の充実 

・堤防の見直し 

地域の声（住民ワークショップ・回覧） 

津波避難対策に 

対する課題 

・避難場所の確保（花王までは徒歩８分かかる例もある） 

・車使用の避難は差し控える（混雑するため） 

・建物の耐震がされていない 

・高齢者・障がい者等の避難方法について考える 

・山王川の法面の整備 

解決策 

≪すぐにできること（短期）≫ 

・非常用袋の準備 

・高くて耐震性の確認をされた建物と協定 

・空き家（マンション）の利用契約推進 

・近所の高い家に住んでいる方に 

 避難させてもらう約束をする 

・家の家具転倒防止 

・大木の撤去 

≪今後やるべきこと（長期）≫ 

・津波防災訓練 

・必要な情報の徹底 

・堤防のかさ上げ 

・ブロック塀の撤去 

・防災無線の新設 

（風の方向により聞きづらい） 

・高い建物の外階段を利用できるようにする 
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  （７）大窪地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （８）早川地区 

 

地域の声（住民ワークショップ・回覧） 

津波避難対策に 

対する課題 

・最初から避難する気がない人が多い 

・津波から山側に逃げてもがけ崩れの心配もある 

・外階段を使って２階以上に登れるマンションなどが少ない 

・高齢者が多い 

・障がい者の自治会未加入者が多い 

解決策 

≪すぐにできること（短期）≫ 

・近隣住民とのコミュニケーションをとる 

・海からも山から離れた避難場所を作る 

・家の耐震化をする 

・避難するタイミングを理解する 

・正常化バイアスをなくす 

≪今後やるべきこと（長期）≫ 

・障がい者に自治会に加入してもらう 

・避難タワーを作る 

・川や海との障壁をつくる 

地域の声（住民ワークショップ・回覧） 

津波避難対策に 

対する課題 

・避難ルートの確保・設定 

・津波避難訓練の実施 

・避難経路と場所の表示 

・高齢者の避難方法 

・古い家屋が多い 

・垂直避難のための建物がない 

・防災教育の不足 

・早川河川の遡上 

・海岸側の整備（防波堤） 

解決策 

≪すぐにできること（短期）≫ 

・避難ルートの見直し 

・避難ルートに看板設置 

・津波避難に特化した訓練の実施 

・地域、学校、行政の連携 

・持ち出し袋を取り出せる場所に用意 

・耐震補強の補助金 

・観光案内板に防災案内を表示 

・近所の耐震化された家庭に 

 逃げられるように家主に依頼 

・防災教育の徹底 

≪今後やるべきこと（長期）≫ 

・古い木造家屋の耐震化補助 

・家具転倒防止策の補助 

・高齢者への避難方法等周知 

・避難行動要支援者のリストアップ 

・津波の情報を発信し共有 

・堤防のかさ上げ 

・津波避難ビルの建設 

・急傾斜地の補強・整備、早川の整備 

・ソーラー式安全灯の設置 
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  （９）山王網一色地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （10）国府津地区 

 

 

地域の声（住民ワークショップ・回覧） 

津波避難対策に 

対する課題 

・防潮扉が開放になるため、周囲の住民が心配 

・夜間の避難 

・酒匂川地域３～７ｍで問題 

・高齢者の避難方法 

・地域自治会内の訓練 

解決策 

≪すぐにできること（短期）≫ 

・防潮扉は常時閉めておく 

・事前に高齢者の世話をできる人を決める 

・防災行政無線で避難の呼びかけ 

≪今後やるべきこと（長期）≫ 

・普段より２階で寝るようにしておく 

（自宅の位置が津波災害警戒区域内かにもよる） 

・全世帯に防災行政無線を取り入れる 

・防潮扉の自動開閉をボタン式に変える 

・防潮扉の常時閉め 

・堤防のかさ上げ 

・基準水位３メートル以上の地域は建設禁止に 

 していき、代替の土地を用意する 

地域の声（住民ワークショップ・回覧） 

津波避難対策に 

対する課題 

・避難行動要支援者の避難方法 

・道が狭い、危険 

・JR下を通る道が危険（冠水、狭い） 

・津波到達時間の理解 

・古い建物が多い 

解決策 

≪すぐにできること（短期）≫ 

・避難行動要支援者との訓練 

・民生委員との調整、確認 

・避難行動要支援者のリストアップ、場所 

・避難経路の見直し 

・JR線路内通行許可を交渉 

・津波の到達時間の表示 

・ハザードマップの教育、周知 

・災害時のマンションの開け方 

・住宅耐震診断を行う（空き家も） 

・ブロック塀の撤去費補助金をつかう 

≪今後やるべきこと（長期）≫ 

・ハザードマップ説明会を開催 

・ブロック塀の禁止 

・災害警戒区域内には高齢者は 

 住まないようにする 

・津波到達時間が早いことを伝える表示板 

・道路公団の建物を高くする 

・高い建物を津波避難ビルにする 

・住宅耐震化 
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 （11）酒匂・小八幡地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （12）前羽地区 

 

地域の声（住民ワークショップ・回覧） 

津波避難対策に 

対する課題 

・避難方法・経路の周知 

・高齢一人暮らしの方が多い 

・避難の高台が必要 

・道路が狭い 

・防災行政無線が聞こえにくい  

・ブロック塀や袋小路 

・防潮扉の対応 

解決策 

≪すぐにできること（短期）≫ 

・避難場所を示したチラシを配布する 

・各家庭で避難方法を考える 

・高齢者に対しては普段の声かけが大切 

・自宅を耐震化して揺れに耐える 

・道路の清掃など、近所の皆さんで行う 

・浸水エリアに家は建てない 

・自治会で顔を覚える 

・標識や看板を設置する 

≪今後やるべきこと（長期）≫ 

・自治会、自治会家庭に避難場所を周知 

・高齢者には両隣の家でみてあげる 

・防災行政無線の向き、ボリューム 

・急傾斜地の整備 

・各家庭に無線をつける 

・家具転倒防止対策 

・空き家を撤去 

・避難場所を確保する 

・空き家を駐車スペースに変える 

・自動で閉まる防潮扉 

地域の声（住民ワークショップ・回覧） 

津波避難対策に 

対する課題 

・要支援者に対する避難対応 

・避難に対する住民意識が低い 

・避難経路が困難（国道・鉄道） 

・避難場所の見直し 

・ハザードマップを住民が理解していない 

・古い家屋が多い（地震対策不十分） 

・避難経路が狭い・急坂が多い 

解決策 

≪すぐにできること（短期）≫ 

・日常の散歩を避難路にする（慣れ） 

・避難に関して家族会議を開く 

・複数の避難経路を設定 

・津波に関する理解向上（防災教室） 

・要支援者への対応策作成 

・避難用リヤカーの配置 

・波消しブロック等２重３重の装備 

・海岸エリアに津波避難タワー 

・各家庭の家具転倒防止 

・狭い路地等に照明を設置 

≪今後やるべきこと（長期）≫ 

・津波避難の動画やゲームを作る 

・国道１号線に電子掲示板を設置 

・高台への避難路に車が侵入しないようにする 

・堤防の大規模なかさ上げ 

・木造家屋の耐震化、ブロック塀の撤去 

・新築住宅のRC造、２階建てを原則 

・企業や民間の建物の活用 

・すばやい津波警報のサイレン設置 

・JRを超えるための橋の設置（線路の開放） 
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   （13）橘北地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

地域の声（住民ワークショップ・回覧） 

津波避難対策に 

対する課題 

・高齢者が多い（単身世帯） 

・近所との付き合いが薄い 

・危険への意識レベルが低い 

・隣接する二宮町との連携 

・築年数が高い家が多い 

・住宅の耐震 

・情報入手困難 

・津波避難ビルに行けない 

・高齢者の避難が困難 

・川沿いの防波堤が低い 

解決策 

≪すぐにできること（短期）≫ 

・地域のあいさつ運動 

・防災に関する講座への参加 

・津波避難ルートの教育 

・隣接市町村の防災訓練への参加 

・避難場所を事前確認 

・避難経路の看板の設置 

・耐震診断の補助、ブロック塀の撤去 

・防波堤の設置 

・３階建ての住宅は津波避難ビルに協力 

≪今後やるべきこと（長期）≫ 

・防災訓練に積極的に参加 

・住宅の耐震化補助金 

・高齢者の独居を解消する 

・工業団地内の企業と防災について連携 

・基準水位の高いところに津波避難タワー 

・各世代によるシェアハウス 

・高齢者は警戒区域外に住むようにする 

・エレベーター付き避難タワーの設置 
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 ５－４ 災害後を見据えた津波防災地域づくりのあるべき姿 

 ここまで、本市の津波被害の特徴として「津波災害警戒区域の範囲は比較的狭いものの、最大津波の

到達時間が非常に短く、避難体制を構築するのが非常に難しい」ことを記載してきました。 

 このような本市の課題を踏まえつつ、被災後も地域が活力を失わず、繁栄し続けるようにするために

は、復興後を見据えた津波災害地域づくりのあるべき姿を事前に検討しておき、発災後速やかに復興ま

ちづくりの検討体制を確立することが重要です。津波防災地域づくりの観点からは、具体的には次のよ

うな対策が有効です。 

 

（１）建築基準法における災害危険区域の指定などのまちづくり制度を活用し、一定の基準水位を超  

えるエリアまた特定避難困難地域においては建築する際、一定規制をかけることにより、避難が

困難となる住民を減らす。 
 

（２）建築基準法における災害危険区域の指定などのまちづくり制度を活用し、区域内の要配慮者利用

施設を区域外の代替土地への移転について、積極的な移転を促し、津波避難のリスクをなくす。 
 

（３）津波災害警戒区域内においては、耐浪性の基準を満たした津波避難ビル等となりうるマンション 

   等の建築物の建設を促進することにより、土地の有効な利用を進める。 

 

 今後これらの対策を検討することにより、本市のもつ自然的資源の魅力を生かしつつ、未来に向かっ

て持続可能で世界が憧れるまちを構築することができると考えられます。 
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 第６章 津波防災地域づくりの推進のための事業・事務 

 ６－１ 事業・事務の整理 

 本章では、これまでの章で示した本市の方針の実現に必要な事業・事務について、事業・事務の担当主体と推進

計画への記載の調整を念頭におきつつ、事業・事務の整理を実施していきます。 

 また、実施主体についても、行政の施策に限らず、市民や各種企業・団体等の行うことも今後検討し、計画に反

映していく。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組方針 主な事業 

 Ⅰ 減災 ■公共建築物等の耐震化や防災機能の向上 

ライフライン施設や設備等の耐震化を図るなど、防災機能の向上を推進する。 

■津波浸水被害の軽減（津波に対する対策） 

津波による浸水を軽減するため、海岸堤防等の耐震対策及び整備の促進を行う。 

河川や高潮に対するハード整備も津波に対する減災対策に効果があるため、計画に基づいた整備

を推進していく。 

 Ⅱ 避難体制の強化 ■建築物等の耐震化等の推進（揺れに対する対策） 

災害発生時に自らの身を守り、迅速かつ確実な避難行動の開始や、避難経路の確保につながる住

宅の耐震化や家具等の転倒防止、ブロック塀等の撤去を促進する。 

■多様な情報伝達手段の確保 

市民等への重要な情報の伝達方法として、多様な手段を用いてすべての人に確実に情報を伝達す

る体制を構築する。 

■安全な避難空間の確保 

津波避難に時間がない地区の住民が安全に退避できるよう、公共施設や民間施設等を緊急的・一

時的な避難場所として利用する津波避難施設の指定や、高台が近くに存在しない地区では津波避

難場所の整備を行うことで空白地域の解消を図る。 

 Ⅲ 自助共助活動の 

   促進 

■地域防災力の強化 

自主防災組織の活動を効果的に実践するため、防災リーダーの養成など、地域防災力の強化を図

る。また、地域のつながりを強化するため自治会加入率を上げるための啓発を行う。 

■日頃の津波防災訓練や防災教育の実施 

地域の防災力の向上は、市民一人ひとりの防災知識の向上が鍵である。平常時から個人毎に防災

情報の取得に取り組み、地域において防災情報の共有・活用及び防災教育・訓練等を推進する。 

■津波避難体制の確立 

津波到達前に確実に避難できるよう、地域特性に合わせた避難体制の整備を図る。また、自力で

の避難が困難である要配慮者の避難支援については、個々の要配慮者の態様に合わせた津波避難

支援体制を整備する必要があることから、避難行動要支援者に関する情報を平常時のうちから自

主防災組織等の近隣住民と共有するなど応援協力体制を確保する。 

 Ⅳ 迅速な復旧 ■災害対策本部・職員体制の強化 

津波に対して初動・応急期の行政機能を維持・継続できるよう、限られた資源を効率的に活用

し、復旧を図るため、業務継続計画に基づく災害対策本部機能、防災拠点施設などの早期機能回

復と職員訓練を実施する。 

■外部支援の積極的受入・活用 

あらかじめ相互応援協定を締結する等の広域的な応援体制の整備を図る。また、円滑な受入が可

能となるよう、受援計画に基づく職員訓練を実施する。 

■応急仮設住宅の早期確保 

応急仮設住宅を迅速に供与するため、あらかじめ住宅建設に適する建設用地を選定・確保する。 

第６章 津波防災地域づくりの推進のための事業・事務

６－１ 事業・事務の整理 
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第６章 津波防災地域づくりの推進のための事業・事務

６－１ 事業・事務の整理 

津波防災地域づくり法 第10 条第3 項第3 号 

「津波防災地域づくりの推進のために行う事業又は事務に関する事項」 

イ：海岸保全施設、港湾施設、漁港施設及び河川管理施設等に係る施設の整備 

ロ：津波防護施設の整備 

ハ：一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備 

ニ：避難路、避難施設、地域防災拠点施設等、円滑な避難確保のための施設の整備 

ホ：集団移転促進事業に関する事項 

へ：地籍調査の実施に関する事項 

ト：津波防災地域づくりの推進のために行う事業に係る民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用の促進に関する

事項 
 

チ：その他（法律上未記載で、市や県等が実施する事項） 

取組方針 主な事業 

 Ⅴ 事前復興 ■事前復興計画の検討 

被害の最小化を図るため、国土強靱化地域計画や都市計画マスタープランと整合性を図りなが

ら、復興対策の手順や復興まちづくりに関する基本方針を定めた事前復興計画の策定を検討す

る。また、迅速な復旧対策を図るため、事前の地籍調査の推進や官民境界基本調査を促進する。 

■津波災害警戒区域における施設立地の制限等 

津波被害に強い都市構造の構築を図るため、施設立地の制限等を検討する。また、家屋・事務所

等の新築・建替え時において、敷地の嵩上げ、基礎構造への一定の基準を定める等、安全対策に

ついても検討する。 

 Ⅵ 今後検討する 

   べき課題 

この項目は、現時点で取り組みの実施が決定されたものでないが、津波防災地域づく

り推進において効果の期待できる事項については、実施の検討を進めていくものとす

る。 

津波防災地域づくりに関する法律にもあるように、津波防災地域づくりは、ハード・

ソフトの施策を総動員させる「多重防御」の発想によって推進するべきとされてい

る。特に、津波到達時間が非常に早い本市では、住民の避難時間を少しでも確保する

ための他県の事例を参考に神奈川県等と調整しつつ、海岸や河川についてのハード整

備に関して、検討していきたい。 
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 ６－２ 事業・事務 
 

  

 

 Ⅰ 減災 

実施箇所 対策の種類 整備の概要 管理者 
法律の 

分類 

橘北地区 

（前川） 

越波（高潮）侵食

対策 
護岸、養浜 

神奈川県西土

木事務所小田

原土木セン

ター 

河川砂防第一

課  

イ 

国府津地区 

（国府津） 

越波（高潮）侵食

対策 
護岸、養浜、沿岸漂砂礫流失抑制施設 イ 

酒匂・小八幡地

区（小八幡） 
侵食対策 砂浜の維持・管理 イ 

山王網一色地区

（東町） 
侵食対策 砂浜の維持・管理 イ 

小田原漁港海岸 

東町 
越波対策 未定 

神奈川県 

西部漁港事務

所 工務課 

イ 

小田原漁港海岸 

浜町 
侵食対策 人工リーフ、突堤 イ 

小田原漁港海岸 

本町 
侵食対策 人工リーフ、突堤 イ 

小田原漁港海岸 

南町 
侵食・高潮対策 人工リーフ イ 

小田原漁港海岸 

早川 
侵食・高潮対策 離岸堤、潜堤、階段式護岸 イ 

片浦地区 

（根府川） 
高潮 護岸、護岸(新設)、消波工、人工リーフ 

神奈川県西土

木事務所小田

原土木セン

ター 

河川砂防第一

課 

イ 
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 Ⅰ 減災 

実施箇所 事業名 実施内容 
数値 

目標 

進捗 

状況 

達成予定 

時期 
所管 

法律の 

分類 

市域全域 狭隘な道路の拡幅 

狭隘な道路を拡幅することで

安全な避難路として整備す

る。 

随時実施 

県・ 

道水路整備課・

土木管理課 

チ 

市域全域 
橋梁の耐震補強の

推進 

緊急輸送道路の橋梁の耐震補

強を行う。 
随時 

(国)

100％ 

(市) 

随時 

- 
国交省横浜国道

事務所・県・ 

道水路整備課 

 

中継ポンプ場

（早川） 

中継ポンプ場の耐

震・耐津波化 

電気室の止水対策やポンプの

入替。 
100％ 0％ R6年度 下水道整備課 チ 

水再生セン

ター（酒匂・

扇町） 

下水道施設の耐

震・耐津波化 

浸水が想定される水再生セン

ターの耐震・耐津波化を進め

る。 

- - - 
神奈川県流域下

水道整備事務所 
チ 

市域全域 消防署等の耐震化 
耐震化が不足している署につ

いて耐震性を強化。 
100％ 100％ 達成済み 消防総務課 チ 

市域全域 
消防団詰所の耐震

化 

耐震化が不足している消防団

詰所について耐震化を強化。 
100％ 28％ 未定 

消防総務課 

小田原署 

消防課 

チ 

小田原漁港 漁港の整備 
漁港施設の機能強化を進め

る。 
- - - 

神奈川県 

西部漁港事務所  
イ 

市域全域 
酒匂川・狩川洪水

に対する浸水対策 

浸水が想定される酒匂川・狩

川付近にある水道施設（3施

設）の浸水対策を講ずる。 

100％ 33.3％ R7 
工務課 

水質管理課 
チ 

第６章 津波防災地域づくりの推進のための事業・事務
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６－２ 事業・事務 

 Ⅱ 避難体制の強化 

実施箇所 事業名 実施内容 

数値 

目標 

進捗 

状況 

達成予定 

時期 所管 

法律の 

分類 

市域全域 避難路の整備 
避難路となりうる道路の安全

対策を講ずる。 
随時実施 

県・ 

道水路整備課 
チ 

市域全域 
木造住宅耐震診断

費補助事業 

木造住宅の耐震性の向上又は

除却を積極的に促進。 
随時実施  建築指導課 チ 

市域全域 
耐震改修費補助事

業 

木造住宅の耐震性の向上又は

除却を積極的に促進。 
随時実施  建築指導課 チ 

市域全域 
耐震シェルター等

設置費補助金 

耐震改修に踏み切れない木造

住宅の所有者に対し、家屋倒

壊から命を守る減災対策とし

て、耐震シェルターなどの設

置費用を補助し、制度の活用

を促進。 

随時実施  防災対策課 チ 

市域全域 
ブロック塀等撤去

費補助金 

危険な箇所のブロック塀等に

ついて撤去する補助金を支

給。 

随時実施 防災対策課 チ 

要配慮者利用

施設 

民間建築物等の耐

震化の啓発 

耐震化が不足している施設に

ついて耐震性について啓発す

る。 

随時実施 防災対策課 チ 

市域全域 
家具転倒防止の啓

発 

家具転倒防止について広く啓

発する。 
随時実施 防災対策課 チ 

市域全域 
踏切や狭隘道路の

安全対策 

交通事業者との協議を行い、

踏切の安全対策や迂回経路の

周知、市道の拡張。 

随時実施 道水路整備課 チ 
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６－２ 事業・事務 

 Ⅱ 避難体制の強化 

実施箇所 事業名 実施内容 
数値 

目標 

進捗 

状況 

達成予定 

時期 
所管 

法律の 

分類 

沿岸地域 
学校施設維持・管

理事業 

施設の倒壊や損傷の未然防止

と避難所としての機能強化を

図る。 

100％ 30％ - 学校安全課 チ 

市域全域 
住宅用防災警報機

の設置 

火災予防推進事業として住宅

の寝室及び階段等への住宅用

防災警報器の設置を推進して

いる。 

82％ 65％ 
R５年 

(2023年) 
予防課 チ 

市域全域 
感震ブレーカーの

普及啓発 

補助等を活用し、各家庭で感

震ブレーカーの設置促進を図

る。 

随時実施  防災対策課 チ 

市域全域 
情報伝達手段の見

直し 

全ての人に情報が行き渡るよ

うに、情報伝達手段の見直し

を行う。 

R3年度より検討開始  防災対策課 チ 

市域全域 
防災ラジオの導入

検討 

自主的な防災情報の取得が難

しい方等へ防災ラジオの導入

を検討する。 

防災対策課 チ R3年度より検討開始 

孤立地域 
孤立集落通信対策

事業 

災害時でも活用が見込める通

信機器を孤立する可能性のあ

る地域に配備し、通信手段の

多重化を行う。 

R3年度より検討開始 防災対策課 チ 

小田原漁港 

（早川地区） 

小田原漁港避難誘

導看板の設置 

漁港施設利用者を対象とした

津波避難路誘導看板の設置。 
- - - 

神奈川県 

西部漁港事務

所  

二 

御幸の浜、江

之浦海水浴場 

海水浴場での避難

対策 

ライフセーバー等と協力し、

観光客の避難対策を図る。 
- - - 観光課 チ 

市域全域 
津波避難ビルの見

直し・追加指定 

耐浪性を考慮した上で、必要

箇所に民間施設等との協定を

締結して、津波避難ビルの指

定を行うとともに、看板等の

設置を行う。 

- - R4年度 防災対策課 二 
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６－２ 事業・事務 

 Ⅱ 避難体制の強化 

実施箇所 事業名 実施内容 
数値 

目標 

進捗 

状況 

達成予定 

時期 
所管 

法律の 

分類 

山王小学校 

白鴎中学校 

酒匂中学校 

前羽幼稚園 

避難確保計画の作

成 

最大津波到達時間が１分であ

ることから、生徒・園児の具

体的な避難方法や防災教育に

ついて検討し実施する。 

100％ 100％ 実施済 
防災対策課 

教育総務課 
チ 

小田原東高等

学校 

避難確保計画の作

成 

最大津波到達時間が１分であ

ることから、生徒の具体的な

避難方法や防災教育について

検討し実施する。 

100％ 100％ 実施済 
県教育委員会

総務室 
チ 

沿岸地域 

要配慮者利用施設

における避難訓

練・避難確保計画

提出の徹底 

市地域防災計画に記載されて

いる要配慮者利用施設の管理

者・所有者へ施設利用者の避

難訓練実施と、避難確保計画

の提出。 

100％ 45％ R3年度 

防災対策課 

高齢介護課 

障がい福祉課 

保育課 

チ 

山王小学校 

白鴎中学校 

酒匂中学校 

ヘルメットの購入 

最大津波到達時間が１分であ

ることから、揺れている最中

であってもすばやい垂直避難

が必要になるため、落下物等

から命を守るためヘルメット

を購入する。 

- - R3年度 防災対策課 チ 

該当箇所 無電柱化 

電柱の倒壊や電線の断線によ

る道路アクセスの途絶を防止

する。 

随時更新 
国・県 

道水路整備課 
二 

市域全域 
管理不全の空き家

等対策の実施 

倒壊の危険性があり、避難の

妨げになる管理不全の空き家

等の逓減を図る。 

随時実施 地域安全課 
ニ 
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６－２ 事業・事務 

 Ⅱ 避難体制の強化 

実施箇所 事業名 実施内容 
数値 

目標 

進捗 

状況 

達成予定 

時期 
所管 

法律の 

分類 

市域全域 

指定緊急避難場所

及び指定避難所表

示看板設置事業 

指定緊急避難場所及び指定避

難所であることを表示する看

板を整備する。 

- - R6年度 防災対策課 二 

市域全域 

宿泊施設等との災

害協定の締結と連

携 

災害時の観光客の受入や備

蓄、停電対策など対策を進め

る。 

- - - 防災対策課 チ 

市域全域 
多言語での情報発

信 

外国人に対しても正しく情報

が到達するよう、多言語によ

る情報発信を行う。 

- - - 防災対策課 チ 

市域全域 民間施設の活用 

民間施設と地域の協定を市に

届け出ることで避難場所とし

て設定される制度の創設。 

- - R3年度 
防災対策課 

 
チ 

沿岸地域 
一時避難場所の見

直し 

津波浸水想定を踏まえて、各

単位自治会で決めている一時

避難場所の見直し。 

- - - 防災対策課 チ 

市域全域 
観光スポットでの

避難対策 

観光客の多い片浦、早川地域

において多言語での避難誘導

看板の設置や観光事業者との

協力し、避難対策を図る。 

- - R4年度 各所管 チ 

御幸の浜プー

ル 

施設利用時での避

難対策 

監視員等と協力し、御幸の浜

プールからの避難経路の検討

等、避難対策を図る。 

- - R4年度 スポーツ課 チ 

酒匂川スポー

ツ広場、酒匂

川左岸サイク

リング場 

施設利用時での避

難対策 

酒匂川スポーツ広場、酒匂川

左岸サイクリング場からの避

難経路の検討等、関係機関と

協力し、避難対策を図る。 

- - R4年度 スポーツ課 チ 
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第６章 津波防災地域づくりの推進のための事業・事務

６－２ 事業・事務 

 Ⅲ 自助共助活動の促進 

実施箇所 事業名 実施内容 

数値 

目標 

進捗 

状況 

達成予定 

時期 所管 

法律の 

分類 

沿岸地域 
津波ハザードマッ

プの作成 

R元年12月の津波災害警戒区

域指定に伴う基準水位の公表

をうけ、最新の津波浸水想定

の周知を行う。 

100％ 100％ 実施済 防災対策課 チ 

沿岸地域 

各地域ごとのマイ

マップ作成・配

布・啓発 

避難経路の安全確保のため、

地域の危険箇所の把握等を行

えるマップ等を作成する。 

100％ ０％ - 防災対策課 チ 

市域全域 
津波災害警戒区域

外の地域への啓発 

津波災害警戒区域外の地域へ

最新の津波による被害想定に

ついて周知し、津波の対策で

はなく、揺れに対する対策に

変更するよう啓発する。 

- - R3年度 防災対策課 チ 

市域全域 

防災教室・出前講

座等による啓発活

動 

防災教室や出前講座、広報お

だわらの防災特集を通じて、

地震や津波対策について啓発

活動を行う。 

特に要配慮者等と関わる人た

ちへの啓発にも力を入れる。 

随時実施 防災対策課 チ 

市域全域 

小田原市いっせい

総合防災訓練の実

施 

津波に対する迅速・的確な避

難行動ができるよう訓練を通

じて津波避難意識の向上を図

る。 

年1回 - - 防災対策課 チ 
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第６章 津波防災地域づくりの推進のための事業・事務

６－２ 事業・事務 

 Ⅲ 自助共助活動の促進 

実施箇所 事業名 実施内容 
数値 

目標 

進捗 

状況 

達成予定 

時期 
所管 

法律の 

分類 

市役所 
職員用食糧・飲料

水備蓄の促進 

発災直後の対応から復旧復興

にわたり長期間の連続した業

務になるため、職員用の従事

する体制を強化する。 

- - - 防災対策課 チ 

市域全域 
避難行動要支援者

名簿の整備 

避難行動要支援者の把握を行

い、名簿を作成し、同意を得

た要支援者の名簿を地域や関

係機関へ事前周知を図る。 

随時更新 福祉政策課 チ 

市域全域 

避難行動要支援者

の個別計画の作成

促進 

事前周知された避難行動要支

援者名簿に基づき、自主防災

組織や民生・児童委員と協力

し、個別計画の作成を推進す

る。 

- - - 福祉政策課 チ 

市域全域 

公立の保育園・幼

稚園・小・中学校

での避難訓練の促

進 

各校及び園の避難計画等に基

づき、避難訓練を行い、迅速

な避難体制の確立と防災意識

の向上を図る。  

年1回 - - 
保育課 

教育総務課 
チ 

市域全域 津波訓練の実施 

津波訓練の実施・訓練参加率

の増加・小中高生への訓練参

加の呼びかけ。 

随時 
防災対策課 

自治会 
チ 

市域全域 各家庭備蓄の促進 

各家庭最低３日、推奨１週間

分家族が過ごせる備蓄の促進

と、非常用持出品について啓

発する。 

随時実施  防災対策課 チ 
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第６章 津波防災地域づくりの推進のための事業・事務

６－２ 事業・事務 

 Ⅲ 自助共助活動の促進 

実施箇所 事業名 実施内容 
数値 

目標 

進捗 

状況 

達成予定 

時期 
所管 

法律の 

分類 

市域全域 

携帯トイレの備

蓄、使用方法の普

及啓発 

停電や、下水管の破損等で家

庭のトイレ等が使用できなく

なることを想定し、各家庭の

携帯トイレの備蓄と、使用方

法を啓発する。 

防災対策課 チ 随時実施 

市域全域 
地域のつながりの

強化 

自治会加入率を上げるための

啓発を行う。 
随時 - - 地域政策課 チ 

市域全域 
まちづくり委員会

での啓発 

地域のまちづくり委員会での

定期的な津波避難の検討を行

う。 

随時 - - 地域政策課 チ 

市域全域 
防災リーダーの養

成 

自主防災組織の活動を効果的

に実施するため防災リーダー

の養成を図る。 

年2回 - - 防災対策課 チ 

区域内 健康普及 
日々の健康づくりで、良好な

健康状態を維持する。 

市内26

地区で

健康づ

くりに

係る事

業を実

施 

全地区

で健康

づくり

に係る

事業を

実施し

た 

達成済み 

（引続き

事業を実

施する） 

健康づくり課 チ 
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第６章 津波防災地域づくりの推進のための事業・事務

６－２ 事業・事務 

Ⅳ 迅速な復旧 

取組 

方針 
実施箇所 事業名 実施内容 

数値 

目標 

進捗 

状況 

達成予定 

時期 
所管 

法律の 

分類 

 市域全域 
消防団員用資機材

の更新 

消防団が安全に活動するため

の被服や各種資機材は一部老

朽化しており、更新などを実

施し、活動環境を充実させる

必要がある。 

100％ 40.3％ R４年度 
小田原署 

消防課 
チ 

 市域全域 

災害時における物

資配送等に関する

協定に基づく訓練 

物資の受入れ、管理・配送体

制に関して、訓練を定期的に

実施する。 

年1回 - - 契約検査課 チ 

 市域全域 
医療機関の建物の

耐震化 

医療機関の耐震化または補強

等を行うことにより、災害発

生時において適切な医療提供

体制の維持を図る。 

随時 - - 県医療課  チ 

 
小田原市立病

院 

災害拠点病院の非

常用電源の確保 

災害拠点病院の非常用電源の

確保を行うことにより、災害

発生時における医療機能の低

下を防ぐ。 

随時 - - 

経営管理課・ 

県医療危機対

策本部室  

チ 

 市域全域 

災害派遣医療チー

ム（ＤＭＡＴ）、

医療救護班の訓練 

迅速かつ的確な医療を提供す

るため訓練を行う。 
随時 - - 

県医療危機対

策本部室 ・経

営管理課 

チ 

 市域全域 
災害対策本部設置

運営訓練 

市職員の災害対応業務スキル

向上のため訓練を行う。 
年1回 - - 防災対策課 チ 
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第６章 津波防災地域づくりの推進のための事業・事務

６－２ 事業・事務 

Ⅳ 迅速な復旧 

実施箇所 事業名 実施内容 
数値 

目標 

進捗 

状況 

達成予定 

時期 
所管 

法律の 

分類 

市域全域 
災害廃棄物処理計

画の見直し 

災害により発生した廃棄物等

を計画的かつ効率的に処理で

きるようにする。 

- - 未定 環境政策課 チ 

小田原漁港 

 

被災後の航路啓開

等、漁港施設の応

急復旧・漁港内清

掃等 

被災後の航路啓開等、漁港施

設の応急復旧・漁港内清掃等

を行う。 

- - - 
神奈川県西部 

漁港事務所 

 

ニ 

江之浦漁港等 

被災後の航路啓開

等、漁港施設の応

急復旧・漁港内清

掃等 

被災後の航路啓開等、漁港施

設の応急復旧・漁港内清掃等

を行う。 

- - - 水産海浜課 チ 

市域全域 受援体制の整備 

円滑な人員及び物資の受け入

れが必要であり、受け入れ態

勢整備のため受援計画の充実

と訓練を実施する。 

100％ - R3年度 防災対策課 チ 

小田原アリー

ナ 
受援体制等の整備 

救援物資の搬入出・災害ボラ

ンティア等の業務が想定され

るため、指定管理者及び施設

利用者（利用予定者）調整

し、施設への受け入れ態勢を

整備する。 

100％ - R4年度 スポーツ課 チ 

市域全域 
賃貸型応急 

住宅制度の整備 

避難所から応急住宅への入居

に時間を要することから既存

の民間借家や空き家等を利用

した賃貸型応急住宅制度の整

備を図る。 

- - - 建築課 チ 

市域全域 
被災者支援システ

ムの導入 

被災者への生活再建支援のた

めの情報を一括して管理し、

窓口での効率化や申請漏れが

ないようシステムの導入・活

用を図る。 

100％ 0％ Ｒ4年度 
防災対策課 

関係各課 
チ 
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第６章 津波防災地域づくりの推進のための事業・事務

６－２ 事業・事務 

Ⅴ 事前復興 

実施箇所 事業名 実施内容 

数値 

目標 

進捗 

状況 

達成予

定 

時期 

所管 

法律の 

分類 

市域全域 地籍調査業務 

津波被災後の迅速な復興を見

据えて、DIDの海抜10m以下

の区域を優先して、官民境界

等先行調査による地籍調査を

行う。 

100% 98.8% R3年度 土木管理課 ヘ 

区域内 
集団移転先の事前

検討 

津波災害警戒区域の住家の集

団移転先について事前に検討

し、発災前あるいは発災後の

円滑な集団移転促進事業の検

討を行う。 

- - 未定 防災対策課 ホ 

区域内 
避難行動要支援者

住居の移転促進 

津波災害警戒区域内の避難行

動要支援者の移転促進事業の

検討を行う。 

- - 未定 防災対策課 ホ 

市域全域 

建設型応急住宅

（公営住宅）の建

設に関する事前検

討 

被災者に対して速やかに恒久

住宅を提供できるよう事前に

建設候補地や入居要件・手続

き等について事前に検討して

おく。 

- - - 建築課 チ 

市域全域 
立地適正化計画の

改定 

居住誘導区域内で行う防災対

策などを定める「防災指針」

を策定する。 

  R4年度 都市政策課 チ 
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 第６章 津波防災地域づくりの推進のための事業・事務 

 ６－２ 事業・事務 

 

 Ⅵ 今後検討するべき課題 

実施箇所 事業名 実施内容 所管 
法律の 

分類 

海岸沿い 防潮扉の自動開閉 防潮扉の自動開閉装置の検討をする。 
防災対策課 

警防計画課 
ロ 

区域内 住宅の中高層化 津波災害警戒区域内の住宅の中高層化を検討する。 - ハ 

小田原市公設

水産地方卸売

市場 

小田原市公設水産地方卸

売市場避難場所整備 

水産関係者など施設利用者を対象とした津波避難施

設の整備を市場の再整備に合わせ検討する。 
水産海浜課 二 

市域全域 

県保健医療救護計画と整

合した実効的な運用マ

ニュアル作成 

マニュアルの作成。 

健康づくり課 

(高齢介護課・

障がい福祉

課・経営管理

課・救急課) 

チ 

海岸沿い 津波避難タワー建設 
津波避難困難区域を解消するため、津波避難タワー

を建設を検討する。 
県・市 ニ 

区域内 

屋外にいる人へ津波災害

警戒区域の周知方法の検

討  

屋外にいる人に対して津波災害警戒区域がわかるよ

う周知方法を検討する。 
防災対策課 チ 

区域内 
津波注意喚起看板等の見

直し  

現在設置している津波注意喚起の看板等を、基準水

位の記載を行うなど、周知の方法や内容を見直す。 
各所管 チ 

市域全域 津波防災の日の制定 

3月11日を小田原市津波防災の日として制定し、Ｌ２

津波に対する津波避難訓練や防災講演などの啓発事

業を行う。 

防災対策課 チ 

第６章 津波防災地域づくりの推進のための事業・事務

６－２ 事業・事務 
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 第６章 津波防災地域づくりの推進のための事業・事務 

 ６－２ 事業・事務 

 

 Ⅵ 今後検討するべき課題 

実施箇所 事業名 実施内容 所管 
法律の 

分類 

市域全域 家具転倒防止補助事業 

地震時の家具の転倒から居住者の安全を確保する

ため、家具転倒防止工事を行う費用の一部の補助

を検討する。 

防災対策課 チ 

中継ポンプ場

（南町） 

中継ポンプ場の耐震・耐

津波化 
耐震診断後、必要に応じて対策を講ずる。 下水道整備課 チ 

市域全域 
民間事業者(商工会議所)

のＢＣＰの作成 

災害により被災した企業が迅速に回復・復旧し、

被災前と同様の商工業活動が再開できるようにす

る。 

産業政策課 チ 

市域全域 事前復興計画の検討 
復興対策の手順や復興まちづくりに関する基本方

針を定める事前復興計画の策定を検討する。 
都市計画課 チ 

市域全域 
津波に強いまちづくりの

推進 

地区計画などの制度を活用した津波に強いまちづ

くりについて国の動向を踏まえ、検討する。 
都市計画課 チ 

該当箇所 伊豆湘南道の実現 
救助・救援部隊の交通路や物資等の輸送路を確保

する。 

国、県 

建設政策課 
チ 

市域全域 
緊急輸送道路沿道建物の

耐震化 
緊急輸送道路沿いの建物の耐震化を補助する。 県・市 二 

市域全域 公共施設の移転 区域内の公共施設の移転する。 各所管 チ 

区域内 
津波避難時間の確保 

（ハード整備の検討） 

津波避難時間を確保することや、津波被害を軽減

するため、ソフトの施策と合わせてハード整備に

ついて検討していく。 

防災対策課 

県土整備局 イ 

第６章 津波防災地域づくりの推進のための事業・事務

６－２ 事業・事務 
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 第７章  推進計画実現に向けた今後の進め方 

 ７－１ 今後の行動の決定について  

  本計画については、本市総合計画や地域強靭化計画等の改正時期を見据えて見直し・更新を行う

（PCDAサイクル）とともに、個別事業の実施計画については、日本で一番早いとされる津波に対

し、「いのちを守り 地域を守る」ため、よりよい解決策を探し続け、常時即時的に改善するサイ

クル（OODA(ウーダ)ループ）を続けていきます。 

 

【計画本体】（PDCAサイクル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【個別事業】（OODAループ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ※ モニタリングとは、目標の達成度合いを定期的に確認する作業であって、個別事業に対して実効性   

   のある明確な指標を定めていく必要がある。 

 ※ 方針決定においては、目標達成時期をしっかり視野に入れて決定していく必要がある。 

 

 

 

 

第７章  推進計画実現に向けた今後の進め方 

７－１ 今後の行動の決定について 

Plan 計画策定 Do 計画実施 

Action 改善 Check 点検・検証 

≪新規施策の検討、整備時期の調整≫ ≪施策の実施状況を確認・検証≫ 

≪関連計画との整合性を図る・計画の策定≫ ≪計画に位置付けられている施策の実施≫ 

Observe（観察） Orient（状況判断、方針決定） 

Act（行動） Decide（意思決定） 

≪津波に関する事業のモニタリング≫ 

≪事業の実行≫ 

≪事業の状況確認・方針仮決定（内部調整）≫ 

≪方針の決定（外部調整）≫ 
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 ７－２ 検討体制と経緯 

  「津波防災地域づくりに関する法律」第11条において「推進計画を作成しようとする市町村は、推

進計画の作成に関する協議及び推進計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会を組織することが

できる。」とされています。 

  本計画策定にあたり、小田原市防災会議の委員または幹事の方々とともに「小田原市津波防災地域づ

くり推進協議会」を設置し、本市における津波防災上の課題及び本計画の基本方針、具体的な施策の

検討を行いました。 
 

 （１）小田原市津波防災地域づくり推進協議会委員名簿 

 

 

 
  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

協議会委員   

国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所小田原出張所 出張所長 

神奈川県県西土木事務所小田原土木センター 道路維持課長 

神奈川県西部漁港事務所 工務課長 

小田原市福祉健康部福祉政策課 福祉政策課長 

小田原市経済部水産海浜課 水産海浜課長 

小田原市都市部都市計画課 都市計画課長 

小田原市建設部 建設部副部長 

小田原市教育委員会 教育部管理監 

小田原市防災部 防災対策課 防災部管理監 

小田原市自治会総連合  防災部会長 

小田原商工会議所 女性会理事 

アドバイザー   

東京大学 東京大学生産技術研究所 教授 加藤 孝明 

専修大学 ネットワーク情報学部 教授 佐藤 慶一 

オブザーバー   

神奈川県災害対策課   

神奈川県砂防海岸課   

神奈川県県西地域県政総合センター防災課  

事務局   

小田原市防災対策課   
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 （２）協議会の議事の概要  
 

 議題 開催日時 

第１回 

（１）本市の津波浸水想定等について 

（２）小田原市津波防災地域づくり推進計画（案）について 

（３）住民ワークショップ（案）について 

令和２年９月１日 

（書面会議） 

第２回 

（１）第１回小田原市津波防災地域づくり推進協議会での  

   意見について  

（２）地域ワークショップの開催について  

（３）小田原市津波防災地域づくり推進計画（案）について  

 ア）小田原方式津波避難要領  

 イ）計画本文について  

 ウ）事業・事務について  

（４）その他  

 今後のスケジュールについて  

令和３年３月30日 

第３回 
（１）パブリックコメント結果について  

（２）小田原市津波防災地域づくり推進計画策定について  

令和３年６月  

（予定）  
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小田原市津波防災地域づくり推進計画 

令和 年（202●年） 月策定 

小田原市防災部防災対策課 

〒255-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地 

電話：0465-33-1855 FAX：0465-33-1858 

E-mail：bosai@city.odawara.kanagawa.jp 


